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月 日 曜 行　　　事
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1 土
前期セメスター開始
オリエンテーション

2 日 入学式
3 月 オリエンテーション
4 火 オリエンテーション
5 水 オリエンテーション
6 木 前期セメスター授業開始
29 土 昭和の日（授業日）
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3 水 憲法記念日（休日）
4 木 みどりの日（休日）
5 金 こどもの日（休日）
19 金 本学創立記念日（授業日）

7
17 月 海の日（授業日）
31 月 前期セメスター授業終了

8
1 火 夏期休暇開始
28 月 夏期集中講義（第 1週）開始

9

2 土 夏期集中講義（第 1週）終了
4 月 夏期集中講義（第 2週）開始
6 水 前期修了合否発表日（修士）
9 土 夏期集中講義（第 2週）終了
22 金 秋季オリエンテーション
23 土 前期学位授与式（修士）／秋分の日

25 月
秋季入学式
夏期休暇終了
前期セメスター終了

月 日 曜 行　　　事

9 26 火
後期セメスター開始
後期セメスター授業開始

10
7 土 学位授与式（課程博士）
9 月 体育の日（授業日）

11
3 金 文化の日（授業日）
23 木 勤労感謝の日（授業日）

12
23 土 天皇誕生日（授業日）
26 火 冬期休暇開始

1

4 木 冬期休暇終了
5 金 後期セメスター授業再開
8 月 成人の日（休日）
31 水 後期セメスター授業終了

2 1 木 春期休暇開始
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5 月 後期修了合否発表日（修士）
20 火 学位授与式（修士）衣笠
21 水 学位授与式（修士）OIC・朱雀／春分の日
22 木 学位授与式（修士）BKC
24 土 学位授与式（課程博士）・学位授与式（論文博士）

31 土
春期休暇終了
後期セメスター終了
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▶ はじめに ◀

は じ め に

Ⅰ　研究科長挨拶

　社会学研究科は、産業社会学部（1965年度創設）の基盤の上に、国内外の諸課題に応え、社会にその成果を還元し
うる優秀な研究者と各専門領域における専門職業人の輩出を目的として1972年に設置され、発展を遂げてきました。今
日の本研究科には、以下のような特徴があります。
　第 1は、複眼的で多角的な視座の獲得を重視している点です。現代社会は、環境問題にせよ格差・貧困問題にせよ、
様々な要因が絡み合った形で私たちに問題を投げかけてきます。日本を含む世界で生じてきているこうした諸問題の
解決のためには、諸科学の連携や総合が求められています。そのためにこそ複眼的・多角的な視座が求められるので
すが、本研究科を担当する教員の専門分野の多様性は、そうした求めに応えうるものだといえるでしょう。
　第 2として、上記とも関連しますが、社会学を中心としつつも、社会諸科学の協同によって、先端的で多面的・学
際的な理論的・実証的研究を行うことを重視している点があげられます。本研究科の一つの重要な特徴は、その学際
性にあります。その特徴をいかして、環境、都市、産業、家族、労働、地域、消費者、文化、人間、教育、社会理論、
社会病理、余暇、スポーツ、芸術、マスコミ、メディア、社会政策、福祉、教育、発達などの多彩な分野の研究を進
めていくことができます。
　第 3は、アカデミック・スキルを高めていく観点から、国際性豊かな研究を重視している点です。本研究科では、文
部科学省の大学院教育改革支援プログラム（大学院GP）の採択を契機に、「海外大学共同による比較社会調査研究型
教育～アジアと欧米をつなぐ国際的な社会調査研究のスペシャリスト育成～」をめざしたプログラムを開設、その継
続として「社会学研究科Global Project」を実施してきています。この教育プログラムでは海外の大学と密接に連携し
て、大学間をつなぐ遠隔授業や研究交流、英国の大学と連携したメンター制度など、ユニークな国際的大学院連携教
育を展開しています。また、毎年、アジア、ヨーロッパの大学院生と英語による国際会議を開催し、研究成果を世界
に発信していくための取り組みも行われています。
　その他、進路・就職支援と関連して、インターンシップ科目の「応用社会学実習」、資格取得講座（「専門社会調査
士課程および教職課程」）の配置、キャリアオフィスと連携したキャリア形成支援などにも取り組んでいます。

　「学問に王道なし」。社会科学を含めいかなる研究も、安易な方法や近道はなく、多大な時間と労力をかけた地道な
取り組みが必要です。しかし、そうした厳しくも主体的、能動的な営為は、研究力量の向上とともに研究者自身をも
成長・発展させずにはおかないでしょう。大学院生諸君の研究成果が、本学の教学理念である「平和と民主主義」の
日本ならびに世界における発展に寄与するよう大いに期待しています。

2017年 4 月
 立命館大学大学院社会学研究科長　　竹　内　謙　彰
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▶ はじめに ◀

Ⅱ　社会学研究科における人材育成目的、学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）、
　　教育課程編成方針・実施方針（カリキュラム・ポリシー）、
　　入学者受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）

1．人材育成目的
【研究科全体】
　社会学研究科では、現代社会が提起する諸問題を社会学と既存の学問諸分野との協同によって解明し、社会的に要
請される実践的課題にこたえる研究者と専門職業人の養成を目標とする。

【前期課程】
　高度専門コースでは、現代社会で必要とされる高度な知識と能力を身につけ、修士論文を執筆し、各種民間企業、
学校、福祉団体、医療機関、政府機関、地方公共団体、マスメディアなど多様な分野に就職し、活躍できる人材を育
成する。
　研究コースでは、社会学の既存の諸理論を理解し、国内外の諸課題に応える修士論文の執筆を行い、博士後期課程
での優れた研究を十分に行える能力を身につけた人材を育成する。

【後期課程】
　現代社会が提起する諸問題に関して、社会学を中心としつつも、社会諸科学の協同によって、先端的で多面的・学
際的な理論と実証的な研究を行い、博士論文を執筆し、大学の教員や研究諸機関等の研究員として活躍できる人材を
育成する。

2 ．学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）
　社会学研究科は、現代社会が提起する諸問題を社会学と既存の学問諸分野との協同によって解明し、社会的に要請
される実践的課題にこたえる研究者と専門職業人を育成することを目的とし、下記のとおり、修了時点において学生
が身につけるべき能力（教育目標）を定めます。これらの能力の獲得は、研究科の各教育課程が規定する所定単位の
修得と下記の各課程における学位論文評価基準に基づく審査の合格により、その達成とみなし、前期課程においては
修士学位、後期課程においては博士学位を授与します。

〈大学院生が修了時に身につけておくべき能力＝教育目標〉
【前期課程】
・専門分野における高度な知識を身につけていること。
・現代社会の諸課題に関する深い考察と、問題意識の整理ができる能力を身につけていること。
・課題に関する適切な分析、研究方法を身につけていること。
・自分の意見、主張を論理的に伝えることのできる論文構成能力、コミュニケーション能力を身につけていること。

【後期課程】
・専門分野における幅広く高度な知識を身につけていること。
・現代社会の諸課題に関する深い考察と、これまでにない独創的な問題提起を行える能力を身につけていること。
・国内外を含む過去の文献のレビューを量的・質的に行える能力を身につけていること。
・課題に関する高度な分析、研究方法を身につけていること。
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▶ はじめに ◀

・独創的な結論・提案を行える能力を身につけていること。
・自分の意見、主張を論理的に伝えることのできる論文構成能力、コミュニケーション能力を身につけていること。

〈論文評価基準〉
【前期課程】
・問題意識が明確で研究テーマは妥当か
・研究内容がユニークで独創性に富むものか
・先行する研究の調査が十分になされているか
・調査・実験方法、文献収集など研究方法が適切であるか
・適切な文献、資料、データに基づいて議論がすすめられているか
・論理構成の合理性は確かか
・考察・結論の妥当性は確かか
・表現・表記は適切か
・参考文献の表記は適切か
・注および引用の表記は適切か
・公序良俗に反する不適切な表現はないか

【後期課程】
・学術的意義が十分に認められるか
・問題意識が明確で研究テーマは妥当か
・研究内容がユニークで独創性に富むものか
・先行する研究の調査が十分になされているか
・調査・実験方法、文献収集など研究方法が適切であるか
・適切な文献、資料、データに基づいて論議がすすめられているか
・論理構成の合理性は確かか
・考察・結論の妥当性は確かか
・表現・表記は適切か
・参考文献の表記は適切か
・参考文献は十分か（外国語の文献、および学術ジャーナル等の使用）
・注および引用の表記は適切か
・字数は社会学研究科が定める要件をおおよそ満たしているか
・公序良俗に反する不適切な表現はないか

3 ．教育課程編成方針・実施方針（カリキュラム・ポリシー）
　詳細はP. 46「Ⅱ前期課程における履修」およびP. 52「Ⅲ後期課程における履修」をご覧ください。
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4 ．入学者受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）
【前期課程】
・社会学の最新成果から、現代社会の諸現象・諸問題を解明しようとする明確な問題意識を持つもの。
・ 学術研究を遂行する上で必要不可欠な実証的調査活動（たとえば、資料文献解読、統計データ解析、フィールド
ワーク等）に興味と関心を抱くもの。

・グローバルな視点を持ち、広い視野にたった専門性を追求したいと考えるもの。
・現代社会で必要とされる高度な知識と能力を身につけ、キャリアアップを目指したいと考えるもの。
・ 社会学の他、経済学・政治学・心理学・福祉学・歴史学・環境学などの現代的な問題をホリスティックなアプロー
チを通して、新たな学問の地平を切り拓きたいと考えるもの。

・以上の事項を遂行するための基礎的な能力を有するもの。

【後期課程】
・社会学の最新成果から、現代社会の諸現象・諸問題を解明しようとする明確な問題意識を持つもの。
・ 学術研究を遂行する上で必要不可欠な実証的調査活動（たとえば、資料文献解読、統計データ解析、フィールド
ワーク等）に興味と関心を抱くもの。

・ 社会学の他、経済学・政治学・心理学・福祉学・歴史学・環境学などの現代的な問題をホリスティックなアプロー
チを通して、新たな学問の地平を切り拓きたいと考えるもの。

・グローバルな視点を持ち、広い視野にたった専門性を追求したいと考えるもの。
・以上の事項を遂行するための必要な能力を有するもの。

 以上
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Ⅲ　立命館大学大学院での院生生活を始めるにあたって

1．大学からの連絡方法について
　本学では、定期試験・レポート試験の情報、各種ガイダンスの実施、学生呼び出しなどの諸連絡は、CAMPUS 
WEB（http://www.ritsumei.ac.jp/infostudents/）を基本としていますので、必ずこまめに確認してください。休
講・補講、教室変更についても、CAMPUS WEBを通じて連絡します。なお、数日間にわたって登校できない場合
には、友人同士でお互いに連絡し合うなどの工夫をしてください。
　また、内容によっては、「掲示」「WebMAIL」、「ホームページ」（下記にURLを記載）で連絡を行うことがあり 
ますので、必ず併せて確認するようにしてください。

〈掲示板の設置場所〉

掲　示　板 場　　所 掲　示　情　報

社会学研究科掲示板 以学館 1階 前期課程・後期課程の院生を対象とする情報、
ＴＡに関する情報

衣笠大学院課掲示板
至徳館 2階
尚学館 1階
究論館 1階

各種大学院奨学金情報、各種セミナー開催情報、
大学院入試説明会情報等

〈社会学研究科のホームページ〉
　社会学研究科に関する各種情報や在学生向けのお知らせを掲載しています。
　http://www.ritsumei.ac.jp/gsss/

〈大学院課からのお知らせ〉
　大学院課からのお知らせは、以下の区分に基づき立命館大学ホームページに掲載しています。
　【一般的な大学院生向けの情報】
　　〈大学院生の皆さまへ〉　 http://www.ritsumei.jp/grinfo/index_j.html
　【各種セミナーに関する情報】
　　〈大学院生のさらなる学び〉　http://www.ritsumei.ac.jp/ru_gr/g-support/
　【博士キャリアパスに関する情報】
　　〈博士キャリアパス推進室〉　http://www.ritsumei.ac.jp/ru_gr/g-career/
　【Teaching Assistant（ＴＡ）に関する情報】
　　〈Teaching Assistant〉　 http://www.ritsumei.ac.jp/ru_gr/g-ta/

2 ．社会学研究科の事務室について
　社会学研究科の事務は産業社会学部事務室が担当しています。産業社会学部事務室の開室時間は通常、平日の10時
から17時まで（ただし11時30分から（水曜日のみ10時から）12時30分までは閉室）、土日祝日は閉室となっておりま
す。なお、開室日・時間は時期によって異なりますのでホームページ等で確認してください。
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場 所 衣笠キャンパス　以学館 1階
電 話 番 号 （075）465－8185（産業社会学部直通）
ＦＡＸ番号 （075）465－8196（産業社会学部専用）
Ｅ-ｍａｉｌ sanshajm@st.ritsumei.ac.jp

3 ．大学院に関する問い合わせ一覧について（衣笠キャンパス）
　窓口執務時間は掲示等を参照してください。

事　　　項 問い合わせ先／留意事項

学籍に関すること
履修に関すること
　・科目等履修生に関すること
　・聴講生に関すること
　・研究生、研修生に関すること
　・教職免許に関すること
　・関西四大学大学院単位互換制度に関すること
入学試験、進学に関すること
　・大学院入学試験要項の閲覧
　・大学院入学試験要項に関すること
学位に関すること
　・修士論文、博士論文に関すること
　・学位授与式に関すること
学内の奨学金・支援制度に関すること
　・立命館大学大学院育英奨学金
　・立命館大学大学院 2年次対象成績優秀者奨学金
　・研究科独自奨学金
　・教材費補助に関すること
　・ＴＡに関すること
学費納入に関すること
その他全般

所属研究科の事務室
（応用人間科学研究科・言語教育情報研究
科・先端総合学術研究科は独立研究科事務
室：創思館 1階）

※事項により指導教員と十分相談すること

各種証明書の申し込み 衣笠学びステーション（学而館 1階）

大学院施設に関すること
日本学術振興会特別研究員の申請に関すること
大学院キャリアパス支援プログラムに関すること

大学院課　衣笠（至徳館 2階）

以下の奨学金の相談・申し込み
　・日本学生支援機構奨学金
　・民間財団等の奨学金
　・立命館大学大学院貸与奨学金（緊急貸与）制度
教室の利用申し込み
本学セミナーハウスの利用案内配布
学生生活援助金の相談・申し込み
学生教育研究災害傷害保険の相談・申し込み
院生協議会連合会に関すること

学生オフィス（研心館 2階）

修学館書庫・人文系文献資料室の図書・雑誌の閲覧、貸出、 
複写
図書館の図書・雑誌の閲覧、貸出、複写
レファレンスサービス
各種講習会の申し込み

図書館利用支援課
（図書館、修学館リサーチライブラリー、人
文系文献資料室）

RAINBOWの利用・相談・申請に関すること
パソコン等情報機器・ネットワークの利用・相談

RAINBOWサービスカウンター： 情報基盤課
（有心館 1階）
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事　　　項 問い合わせ先／留意事項

全学対象海外留学プログラムに関すること
外国人留学生対象の以下の手続きに関すること
　・奨学金
　・在留手続き
　・国民健康保険
　・学資貸与制度
　・資格外活動
　・その他生活相談
国際交流企画の申し込み

衣笠国際教育センター
（明学館 1階）

進路・就職相談、就職希望登録、進路決定届 キャリアセンター
（研心館 1階）
※指導教員と相談すること

司法試験・公務員試験等各種資格取得講座 エクステンションセンター
（研心館 1階）

外国語講座・海外研修の申し込み 言語習得センター（CLA）
（言語教育企画課ランゲージセンター：修学
館 1階）

学生生活に関する相談 衣笠学生サポートルーム
（学生オフィス： 研心館 2階）

けが・病気
健康診断証明書発行に関すること

保健センター
（志学館 1階）
※ 診療を受ける場合は、「健康保険被保険者
証」を持参のこと
※ 証明書発行は定期健康診断受診済の者に限
る

時間外利用届（所定用紙）
バイク登録
落とし物
貸し傘

キャンパスインフォメーション
（至徳館 1階東）
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本学大学院に関する基本事項

Ⅰ　学籍について

　「学籍」とは、大学での所属を示すものです。学籍は、入学によって発生し、修了、退学または除籍によって喪失
します。

1 ．学籍上の氏名と住所等について  〈規程：学籍に関する規程第24条〉

（ 1）学籍上の氏名

国籍区分 入学年度 学籍上の氏名 備　　　考

日本国籍の学生 ― 戸籍上の氏名

英文証明書等のアルファベット氏名
の表記方法
・2012年度以前の入学生
RITSUMEI（姓）TARO（名）
→ TARO　RITSUMEI
・2013年度以降の入学生
RITSUMEI（姓）TARO（名）
→ RITSUMEI Taro

日本国籍を有し
ない学生（外国
人留学生）

2012年度
以前

外国人登録証明書または旅券（パス
ポート）に記載のある氏名または通
称名

―

2013年度
以降

住民票の写しまたは旅券（パスポー
ト）に記載のあるアルファベット表
記の氏名

氏名の表記方法
RITSUMEI（ファミリーネーム）
SAIONJI（ミドルネーム） TARO 
（ギブンネーム）
→ RITSUMEI Taro Saionji

日本国籍を有し
ない学生（外国
人留学生を除く
特別永住者等）

2012年度
以前

外国人登録証明書または旅券（パス
ポート）に記載のある氏名または通
称名

―

2013年度
以降

住民票の写しに記載のある氏名また
は通称名 ―

　本学が交付する各種証明書等の氏名は、上記に基づいて取扱います。無断で学籍上の氏名を改めたり、通称名を用
いることはできません。通称名の使用を希望する場合は、学びステーションに申し出てください。所属研究科の研究
科委員会等で審議の上、その使用を認める場合があります。
※ 通称名を使用する場合は、学籍簿および学位記の氏名については、通称名を記載したうえで上記に基づく氏名（本
名）を併記します。なお、各種証明書、個人別時間割表、成績通知表等の書類は通称名しか記載しませんが、外
国籍の学生（特別永住者を除く）の証明書については、旅券（パスポート）または住民票の写しのアルファベッ
ト氏名を記載します。
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（ 2）住所等の変更手続

変　更　事　由 手　　続　　等 提　　出　　先

本人の現住所・電話番号の変更 「CAMPUS WEB」で修正 ―

帰省先・学費請求先・保証人の住
所および電話番号の変更 ｢住所変更届｣ の提出

学びステーション
保証人・学費請求先氏名・姓名・ 
国籍の変更

「保証人・学費請求先氏名・姓
名・国籍の変更届」の提出

2 ．学生証番号
　入学を許可した者に学生証番号を付与します。学生証番号は、原則として在籍中も修了後も変わりません。
〈学生証番号の仕組〉
　学生証番号（11ケタ）の構成

○ ○ ● ● △ △ □ □ □ □ ■

※各記号は、以下の内容を指します。
  ○○：研究科、●●：課程・専攻など、△△：入学年度、□□□□：個人番号、■：チェックデジット

3 ．学 生 証
（ 1）学生証とは
　学生証は、本学の学生であることを証明する大切なものです。以下の場合に提示が必要になりますので、常に携帯
してください。
・定期試験の受験
・成績通知表や各種証明書の交付
・図書館等の本学施設の利用
・本学教職員等から提示を求められたとき
※ 学生証を紛失・盗難にあった場合は、警察署および学びステーションに届け出てください。
※ 毎年度「在籍確認シール」を交付しますので、学生証の裏面に必ず貼ってください。有効期間は 1年間です。当
該年度の在籍確認シールの貼付がない学生証は無効です。

（ 2）学生証の記載事項の変更、再交付および返還

学生証に関する事由 手　　　続　　　等

学生証の記載事項の変更
学びステーションに申し出てください。
※再交付には下記が必要です。
　・再交付手数料2,000円
　・写真
　　→ 3 ヶ月以内に撮影、背景無地、脱帽正面向け、カラー、光沢、フチ無し

の縦30ミリ×横25ミリ
学生証の再交付

学生証の返還 修了、退学、除籍、休学の場合には、学生証を返還してください。
※修了時は、学位授与式で返還の機会を設けます。
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4 ．標準修業年限および在学年限
（ 1）標準修業年限
　本学の教育課程を修了するために必要な修業年限は、下記の通りです。

課　　程 標準修業年限
修士課程および博士課程前期課程 2年
博 士 課 程 後 期 課 程 3年
一 貫 制 博 士 課 程 5年
4 年 制 博 士 課 程 4年

専 門 職 学 位 課 程
法 務 研 究 科 3年
経営管理研究科・教職研究科 2 年

（ 2）在学年限
　在学年限とは、本学に在学できる最大の期間をいい、この年限を超えて在学することはできません。また、休学し
た学期、退学および除籍となった学期は、在学期間に算入しません。ただし、学期末日が退学および除籍の日となる
学期は、在学期間に算入します。

課　　程 在学年限
修士課程および博士課程前期課程  4 年
博 士 課 程 後 期 課 程  6 年
一 貫 制 博 士 課 程  ※10年
4 年 制 博 士 課 程  8 年

専 門 職 学 位 課 程
法 務 研 究 科  5 年
経営管理研究科・教職研究科  4 年

※ 2009年度以前の一貫制博士課程の入学者または2011年度以前の一貫制博士課程の 3年次転入学者については 8年
になります。

5 ．回　　生
（ 1）回生の進み方
　通常、入学と同時に 1回生となり、単位の修得状況などに関わらず 1年単位で回生は進行します。たとえば、標準
修業年限が 2年の修士課程・博士課程前期課程の場合、 2回生終了時点までに修了に必要な単位を修得できなかった
場合には、 4回生まで回生は進行しますが、在学年限 4年を超えて在学することはできません。

（ 2）休学した場合の回生の進み方
①　休学前の学期の在学状態により、復学後に回生が進行する場合と進行しない場合があります。
・後期に在学していた場合：回生は進行します
・後期に在学していなかった（休学した）場合：回生は進行しません

②　 9月入学者が休学した場合
・前期（春学期）に在学していた場合：回生は進行します
・前期（春学期）に在学していなかった場合（休学した）場合：回生は進行しません
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6 ．二重学籍の禁止
　本学在籍中に他の大学に同時に籍を置くことはできません。ただし、教育上必要であると認めた場合で、それぞれ
の大学の学修条件等に支障がなければ、二重学籍を許可する場合があります。所属研究科の事務室に相談してくださ
い。
　なお、関西四大学大学院単位互換制度で所属研究科の承認を受けて他大学院の授業科目を履修する場合は、改めて
本学の許可を受ける必要はありません。

7 ．休　　学  〈規程：大学院学則第60条、学籍に関する規程第 2～ 5条、学費等の納付に関する規程第10条〉

（ 1）休学の制度
　病気その他やむを得ない事由により、当該学期の授業開始日より定期試験終了日までの期間中、継続して 2ヶ月以
上就学することができない場合は、休学を願い出ることができます。休学の許可については、所属研究科の研究科委
員会等で審議を行います。また、病気のため、就学することが適当でないと認められる場合に、休学を命ずることが
あります。
①　休学期間は在学期間に算入しません。
② 　休学期間は継続して 2年以内です。ただし、特別の理由がある場合は、 1年を限度として、その期間を延長し
て許可することがあります。

③ 　休学期間は入学時から通算して 3年を超えることはできません（一貫制博士課程については 5年）。ただし、こ
の取り扱いは、2010年度以降の入学者・転入学者・再入学者に適用されます。
例： 2018年度・2019年度に休学（ 2年間休学）、2020年度に復学、2021年度に休学（ 1年間休学）の場合は、今後、
休学することはできません。

④　休学期間中は、学費に代えて、在籍料を納付しなければなりません。

（ 2）休学の手続等
①　休学の申請書類
　休学を願い出る場合は、所定の「休学願」（保証人連署）および継続して 2ヶ月以上就学することができないこ
とを証明する次のいずれかの書類を産業社会学部事務室に提出しなければなりません。

休学事由 休学願とあわせて必要な書類
病　　　気 主治医の診断書
家庭の事情 理由書
経済的理由 理由書
勤務の都合 勤務先の証明書

海外渡航（私費による海外留学、
海外インターンシップ、海外ボラ
ンティア、その他海外での学習・
研究活動）

受け入れ先の機関・団体が発行する受入証明書

兵　　　役 兵役証明書
そ　の　他 継続して 2ヶ月以上就学することができないことを証明する書類

②　休学申請期限および休学期間
　申請期限は以下の通りです。休学期間は、前期、後期または当該年度の 1年間のいずれかを単位とします。た
だし、学期または年度開始以後に休学の許可を受けた場合は、休学許可日が休学開始日となりますが、学期また
は年度開始日から休学許可日の前日までの期間も休学期間とみなします。
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休　学　期　間 申　請　期　限
前期または当該年度の 1年間 5月31日まで

後　　期 11月30日まで

（ 3）休学期間中の在籍料
　休学期間中の在籍料は、 1学期につき5,000円です（その他諸会費が必要となる場合があります）。在籍料は、休学
許可日から 2週間以内に納付しなければなりません。

（ 4）休学期間終了の手続
　休学期間終了直前（前期は 7月下旬、後期は 1月下旬）に、休学期間終了後の就学について本人および保証人宛に
「休学期間終了に伴う手続について」を送付しますので、以下の手続をしてください。休学期間終了日までに手続がな
かった場合は、休学期間終了日をもって除籍となります。

休学の終了 休学期間終了にあたっての手続き
前期末終了 8月 1日～ 8月末日までに、復学願、休学願または退学願を提出
後期末終了 2月 1日～ 2月末日までに、復学願、休学願または退学願を提出

8 ．復　　学  〈規程：学籍に関する規程第 6～ 7条〉

　復学する場合は、所定の「復学願」（保証人連署）を産業社会学部事務室に提出してください。
※休学事由が病気による場合は、主治医の診断書の提出と本学保健センター医師の診察を受ける必要があります。
※復学時の学費は、復学する回生の学費となります。

【手続期間】

復学を願い出る学期 復学申請期間
前　　期 前年度の 2月 1日～ 2月末日
後　　期 当該年度の 8月 1日～ 8月末日

【在留資格取得が必要な外国人留学生の手続期間】

復学を願い出る学期 復学申請期間
前　　期 前年度の12月 1 日～12月末日
後　　期 当該年度の 6月 1日～ 6月末日

【復学時の学生証番号および適用カリキュラム】
①　2012年度以前の入学生が休学して復学する場合
　復学時の回生に適用される年度のカリキュラムとなり、学生証番号もその年度に対応した学生証番号に変更と
なります。したがって、休学前と復学後で学修するカリキュラムが異なる場合があり、この場合に休学前の既修
得単位は、復学後のカリキュラムにあわせて単位認定を行うこととなります。その結果、科目によっては単位が
認定できないこともあります。
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②　2013年度以降の入学生が休学して復学する場合
　復学にあたっても、休学前の学生証番号および適用カリキュラムを継続することになります。ついては、2012
年度以前に入学した場合であっても、復学時に2013年度以降のカリキュラムおよび学生証番号が適用された場合
は、それ以降に再度休学・復学をしてもそのカリキュラムと学生証番号は変更されず、既修得単位もそのままと
なります。ただし、2013年度以降のカリキュラムの各授業科目は、通常の修業年限をふまえて開講しますので、復
学後に開講されない科目もあります。

9 ．留　　学  〈規程：大学院学則第63条、学籍に関する規程第10～13条〉

（ 1）留学の制度
　本学が提供する留学プログラムで留学する制度で、留学の願い出を受けて審議のうえ教育上有益であると認めた
場合に許可します。
　また、学生が個人で留学先を確保した場合、社会学研究科が教育上有益であると認め、社会学研究科と留学先と
の間で合意等が成立した場合に、「留学」として認めることがあります（個別合意にもとづく留学）。事前に産業社
会学部事務室に相談してください。

（ 2）留学期間
　留学期間は在学期間に算入します。留学先大学の事情等により、本学の学期と異なる場合がありますが、留学開
始日は、留学が許可された本学学期の開始日となり、留学終了日は、留学が許可された本学学期の終了日となりま
す。

（ 3）留学の手続等
①　申請手続
　留学を志願する場合は、所定の「留学願」（保証人連署）を産業社会学部事務室に提出してください。
②　留学中の学費
　協定に基づく留学の場合、本学学費の取り扱いは留学プログラムによって異なります。詳細は国際教育センター
で配布する海外留学の募集要項で確認してください。なお、「個別合意にもとづく留学」の場合は、本学学費を通
常通り納付の上、留学先大学にも個人で学費を納付する必要があります。

③　留学終了の手続
　帰国した後に、所定の「留学終了届」とあわせて留学先の履修期間および成績が明記された「単位認定願およ
び単位認定書」を提出してください。

10．退　　学  〈規程：大学院学則第64条、学籍に関する規程第18～19条〉

（ 1）退学の要件および退学の手続等
　事情により退学する場合は、所定の「退学願」（保証人連署）を産業社会学部事務室に提出し、許可を得なければな
りません。

（ 2）退 学 日
　退学日は、社会学研究科委員会等の議を経て、学長が決定します。成績の認定はその学期最終日に在学しているこ
とが条件となりますので（退学日が 9月25日または 3月31日の場合は、当該学期に修得した単位および当該学期の在
学は有効）、当該学期の学費を納付済みで成績の認定を受けたい場合には、退学申請時にこの旨を申し出てください。
退学の審議は、研究科委員会等の日程との関係上、 2週間から 1ヶ月かかります（退学日は研究科委員会等で許可さ
れた日です。申請日が退学日になるわけではありません）。
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11．除　　籍  〈規程：大学院学則第65条、学籍に関する規程第20条〉

　以下に該当する者は除籍となり、本学大学院生の身分を失います。

除　籍　事　由 除　籍　日
授業料、特別在学料（注）または在籍料を納めない者 前期： 8月末日、後期： 2月末日
在学年限を超えた者 在学年限の最終日
休学期間が通算 3年を超えてなお、復学しない者
（一貫制博士課程については 5年）。
（2010年度入学者・転入学者および再入学者より適用）

休学期間終了日

休学期間終了日までに所定の手続をとらなかった者 休学期間終了日

（注 ）特別在学料とは、『学費』の項目にある「博士学位審査のために標準修業年限を超えて在学する場合の特別在学
料について」に記載の者、および、協定にもとづく本大学院と他大学の学位取得プログラムにおける、他大学院
での学位取得中で、当該他大学院に対する学費の納付を要する者に適用されます。

12．再 入 学  〈規程：大学院学則第56～59条、入学の出願および入学手続に関する規程第 4～ 6条〉

（ 1）再入学の要件等
　退学または除籍となった者が、退学または除籍となった学期の最終日の翌日から起算して 2年以内に再入学の出願
を行った場合、選考の上、再入学を許可することがあります。ただし、在学年限を超えて除籍となった者および懲戒
処分となった者は、再入学の資格はありません。
　課程博士学位取得のための再入学の特例については後述します。
※ 再入学制度は、退学・除籍後に再び大学で履修することを保証する制度ではありません。

（ 2）再入学の出願手続
　以下の出願期間に、「再入学志願票」（保証人連署）を提出しなければなりません。手続等の詳細は、「再入学試験要
項」（産業社会学部事務室で配付）を確認してください。

【出願期間】

再入学を願い出る学期 出　願　期　間
前　　期 前年度の 2月 1日～ 2月末日
後　　期 当該年度の 8月 1日～ 8月末日

【在留資格取得が必要な外国人留学生の手続期間】
　在留資格の取得手続きに時間がかかるため、下記の期間に出願することができます。

再入学を願い出る学期 出　願　期　間
前　　期 前年度の12月 1 日～12月末日
後　　期 当該年度の 6月 1日～ 6月末日
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（ 3）再入学の手続等
　再入学の合格通知を受けた者は、所定の期日までに再入学手続書類を提出するとともに、所定の納付金を納付
しなければなりません。再入学者については、再入学した回生の新カリキュラムが適用されます。既修得単位に
ついては、新カリキュラムに合わせて単位認定を行いますので、その結果、科目によっては単位が認定できない
場合もあります。

〈課程博士学位取得のための再入学の特例について〉
　上記（ 1）の「再入学の要件等」のほかに、2009年度以前の博士課程後期課程・一貫制博士課程の入
学者と2011年度以前の一貫制博士課程の 3年次転入学者の再入学については、下記のとおり取り扱うこ
とができます。
① 　博士課程後期課程または一貫制博士課程に在学する者が、標準修業年限以上在学し満期退学した
後、課程博士学位取得のための再入学を願い出た時は、研究科長は 1回に限りこれを認めることが
あります。

②　上記の再入学は、標準修業年限の末日の翌日から起算して 2年 6ヶ月を経過した時は認めません。
③　再入学の出願手続きは上記（ 2）と同様です。

13．標準修業年限を超えた在学
　標準修業年限を超えて在学する場合は、修士論文または博士論文の執筆状況などを記載した所定の書類を、産業
社会学部事務室に提出する必要があります。詳細は産業社会学部事務室から連絡しますので、確実に手続きを行う
ようにしてください。

14．修了要件・修了日  〈規程：大学院学則第29条、第32条、第35条、学籍に関する規程第21条〉

（ 1）修了要件
〈修士課程・博士課程前期課程・専門職学位課程〉
　修士課程・博士課程前期課程・専門職学位課程を修了するには、標準修業年限以上在学し、正規の授業を受け、各
研究科が定める所定の単位を修得するとともに、必要な研究指導を受けた上、当該修士課程、博士課程前期課程ま
たは専門職学位課程の目的に応じ、修士論文または特定の課題についての研究の成果の審査および最終試験に合格
することが必要になります。ただし、在学期間に関しては、研究科の定めるところにより、優れた業績を上げた者
については、大学院に 1年以上在学すれば足りるものとします。

〈博士課程後期課程・一貫制博士課程〉
　博士課程後期課程・一貫制博士課程を修了するには、5年（修士課程または博士課程前期課程を修了した者にあっ
ては、当該研究科における 2年の在学期間を含む。）以上在学して、各研究科が定める履修要件を満たした上、博士
論文を提出し、その審査および最終試験に合格することが必要になります。ただし、在学期間に関しては、研究科
の定めるところにより、優れた研究業績をあげた者については、 3年（修士課程または博士課程前期課程を修了し
た者にあっては、当該課程における 2年の在学期間を含む。）以上在学すれば足りるものとします。
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　以下は、「課程博士の学位授与に関する申し合わせ」の概要です。
①　2010年度以降の 1年次入学者および2012年度以降の 3年次転入学者
　修了を希望する月日に応じ、次の期日までに行う必要があります。

希望修了日 授与申請期日
3 月31日 当該年度の12月末までの研究科が定める期日
9月25日 当該年度の 6月末までの研究科が定める期日

　これら授与申請期日の翌日から当該学期末までに学位授与申請をした者は、次学期も引き続き在学し、その学
期内で課程博士学位授与の審査を行います。この場合の修了日は、課程博士学位の授与を申請した学期の次学期
末とし、次学期が標準終業年限を超えて在学する学期となる場合の学費は、『学費』の項目に記載している「博士
学位審査のために標準修業年限を超えて在学する場合の特別在学料について」を参照してください。

②　2009年度以前の入学者および2011年度以前の 3年次転入学者
　修了を希望する月日に応じ、①の表に定める研究科が定める日までに学位授与申請を行う必要があります。
　なお、これらの期日以降から当該学期末までに学位授与申請のうえ満期退学し、 6ヵ月以内に論文審査に合格
した場合は、満期退学日に遡って課程博士が授与されます。ただし、日本国以外の国籍を有する者に限り、在留
資格の延長のため審査期間中となる次学期も引き続き在学を希望する場合は、上記①の「博士学位審査のために
標準修業年限を超えて在学する場合の特別在学料について」を適用のうえ、学位授与を申請した学期の次学期末
に修了することができます。

（ 2）修 了 日

修士課程・博士課程前期課程・専門職学位課程 秋分の日または 3月20日
博士課程後期課程・一貫制博士課程（※）・ 4年制博士課程 9 月25日または 3月31日

※一貫制博士課程に在学し、修士学位を取得した場合の退学日は、 3月31日または 9月25日になります。

15．満期退学
　博士課程後期課程または一貫制博士課程に標準修業年限以上在学し、大学院学則に定める履修要件を満たした者が
博士学位を取得せずに退学することを指します。

満　期　退　学　日
前　　期 9月25日
後　　期 3月31日
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16．証明書、学割証、証紙
（ 1）証明書、学割証
　在学生の証明書（一部を除く）および学割証は、証明書自動発行機で発行できます。証明書自動発行機の設置場所、
稼動時間など詳細については、証明書発行についてのページ（CAMPUS WEBの『学びのサポート』から「証明書」
をクリック）で確認してください。
※ 休学者、退学者、除籍者、卒業生の証明書（休学証明書・退学証明書・在学期間証明書など）は、学びステーショ
ンで発行します。証明書の種類によって、日数がかかる場合があります。証明書の申し込みについては、「①封書
でお申し込みいただく方法」と「②証明書発行窓口にお越しいただく方法」の二種類の方法があります。詳細は、
下記のURLをご確認ください。
証明書申込案内：http://alumni.ritsumei.jp/procedure/info/

※手数料が必要な証明書を発行する場合、証紙で支払います。

（ 2）証紙について
　各種申請に必要となる証紙（各種講座の受講、検定試験の受験、証明書発行、シャトルバス利用など）は、証明書
自動発行機または各キャンパスの生協窓口で購入できます。
※ 生協窓口で販売している証紙は、証明書手数料、バイク登録料、科目等履修選考料、聴講選考料、シャトルバス
利用料、シャトルバス回数券です。
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17．学　　費
（ 1）学 費 額
　在籍する研究科・回生に応じて下表に定める学費を納付してください。
〈2017年度入学者に適用する学費〉
①　博士課程前期課程・修士課程 （単位：円）

研 究 科 等 費　目 1　年　次 2　年　次

法学研究科
前期授業料 375,000 375,000
後期授業料 375,000 375,000

経済学研究科
MPEDを除く

前期授業料 375,000 375,000
後期授業料 375,000 375,000

MPED
前期授業料 450,000 450,000
後期授業料 450,000 450,000

経営学研究科
前期授業料 375,000 375,000
後期授業料 375,000 375,000

社会学研究科
前期授業料 375,000 375,000
後期授業料 375,000 375,000

文学研究科
人文学専攻

前期授業料 375,000 375,000
後期授業料 375,000 375,000

行動文化情報学専攻
前期授業料 385,600 385,600
後期授業料 385,600 385,600

理工学研究科
数理科学コースを除く

前期授業料 575,000 575,000
後期授業料 575,000 575,000

数理科学コース
前期授業料 537,500 537,500
後期授業料 537,500 537,500

国際関係研究科
GCPを除く

前期授業料 375,000 375,000
後期授業料 375,000 375,000

GCP
前期授業料 450,000 450,000
後期授業料 450,000 450,000

政策科学研究科
前期授業料 375,000 375,000
後期授業料 375,000 375,000

応用人間科学研究科
前期授業料 425,000 425,000
後期授業料 425,000 425,000

言語教育情報研究科
前期授業料 400,000 400,000
後期授業料 400,000 400,000

テクノロジー・マネジマント研究科
前期授業料 583,000 583,000
後期授業料 583,000 583,000

公務研究科
1年修了コースを除く

前期授業料 400,000 400,000
後期授業料 400,000 400,000

1 年修了コース
前期授業料 600,000
後期授業料 600,000

スポーツ健康科学研究科
前期授業料 425,000 425,000
後期授業料 425,000 425,000

映像研究科
前期授業料 602,400 602,400
後期授業料 602,400 602,400

情報理工学研究科
前期授業料 568,600 568,600
後期授業料 568,600 568,600

生命科学研究科
前期授業料 568,600 568,600
後期授業料 568,600 568,600

注 1 　 3 年次以降は 2年次の授業料と同額とする。
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②　博士課程後期課程 （単位：円）

研　究　科 費　目 1年次 2年次 3年次

全研究科
前期授業料 250,000 250,000 250,000
後期授業料 250,000 250,000 250,000

③　一貫制博士課程 （単位：円）

研　究　科 費　目 1年次 2年次 3～ 5年次

先端総合学術研究科
前期授業料 400,000 400,000 250,000
後期授業料 400,000 400,000 250,000

注 1 　 6 年次以降は 5年次の授業料と同額とする。

④　専門職学位課程 （単位：円）

研　究　科 費　　目 全　年　次

法務研究科
前期授業料 648,700
後期授業料 648,700

経営管理研究科
前期授業料

固定授業料 71,700
単位授業料 48,000（ 1 単位につき）

後期授業料
固定授業料 71,700
単位授業料 48,000（ 1 単位につき）

教職研究科
前期授業料 450,000
後期授業料 450,000

注 1 　法務研究科では、情報通信費10,000円（学期につき）が毎年度別途必要となります。

⑤　 4年制博士課程 （単位：円）

研　究　科 費　　目 全　年　次

薬学研究科
前期授業料 250,000
後期授業料 250,000



― 24 ―― 24 ―

▶ 本学大学院に関する基本事項 ◀

⑥　長期履修生の学期ごとの授業料 （単位：円）

研　究　科 長期履修が 
許可された学期数 金　　額

経済学研究科

5学期 300,000（ 1 学期あたり）
6学期 250,000（ 1 学期あたり）
7学期 214,300（ 1 学期あたり）
8学期 187,500（ 1 学期あたり）

文学研究科
（人文学専攻）

5学期 300,000（ 1 学期あたり）
6学期 250,000（ 1 学期あたり）
7学期 214,300（ 1 学期あたり）
8学期 187,500（ 1 学期あたり）

文学研究科
（行動文化情報学専攻）

5学期 308,500（ 1 学期あたり）
6学期 257,100（ 1 学期あたり）
7学期 220,400（ 1 学期あたり）
8学期 192,800（ 1 学期あたり）

政策科学研究科

5学期 300,000（ 1 学期あたり）
6学期 250,000（ 1 学期あたり）
7学期 214,300（ 1 学期あたり）
8学期 187,500（ 1 学期あたり）

応用人間科学研究科

5学期 340,000（ 1 学期あたり）
6学期 283,400（ 1 学期あたり）
7学期 242,900（ 1 学期あたり）
8学期 212,500（ 1 学期あたり）

言語教育情報研究科

5学期 320,000（ 1 学期あたり）
6学期 266,700（ 1 学期あたり）
7学期 228,600（ 1 学期あたり）
8学期 200,000（ 1 学期あたり）

公務研究科
（公共政策専攻社会人 1年修了コースを除
く）

5学期 320,000（ 1 学期あたり）
6学期 266,700（ 1 学期あたり）
7学期 228,600（ 1 学期あたり）
8学期 200,000（ 1 学期あたり）

スポーツ健康科学研究科

5学期 340,000（ 1 学期あたり）
6学期 283,400（ 1 学期あたり）
7学期 242,900（ 1 学期あたり）
8学期 212,500（ 1 学期あたり）

教職研究科
6学期 300,000（ 1 学期あたり）
8学期 225,000（ 1 学期あたり）
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〈2016年度以前入学者に適用する学費〉
①　博士課程前期課程・修士課程 （単位：円）

研 究 科 等 費　目 1　年　次 2　年　次

法学研究科
前期授業料 375,000 375,000
後期授業料 375,000 375,000

経済学研究科
MPEDを除く

前期授業料 375,000 375,000
後期授業料 375,000 375,000

MPED
前期授業料 450,000 450,000
後期授業料 450,000 450,000

経営学研究科
前期授業料 375,000 375,000
後期授業料 375,000 375,000

社会学研究科
前期授業料 375,000 375,000
後期授業料 375,000 375,000

文学研究科
人文学専攻

前期授業料 375,000 375,000
後期授業料 375,000 375,000

行動文化情報学専攻
前期授業料 385,600 385,600
後期授業料 385,600 385,600

理工学研究科
数理科学コースを除く

前期授業料 575,000 575,000
後期授業料 575,000 575,000

数理科学コース
前期授業料 537,500 537,500
後期授業料 537,500 537,500

国際関係研究科
GCPを除く

前期授業料 375,000 375,000
後期授業料 375,000 375,000

GCP
前期授業料 450,000 450,000
後期授業料 450,000 450,000

政策科学研究科
前期授業料 375,000 375,000
後期授業料 375,000 375,000

応用人間科学研究科
前期授業料 425,000 425,000
後期授業料 425,000 425,000

言語教育情報研究科
前期授業料 400,000 400,000
後期授業料 400,000 400,000

テクノロジー・マネジマント研究科
前期授業料 583,000 583,000
後期授業料 583,000 583,000

公務研究科
1年修了コースを除く

前期授業料 400,000 400,000
後期授業料 400,000 400,000

1 年修了コース
前期授業料 600,000
後期授業料 600,000

スポーツ健康科学研究科
前期授業料 425,000 425,000
後期授業料 425,000 425,000

映像研究科
前期授業料 602,400 602,400
後期授業料 602,400 602,400

情報理工学研究科
前期授業料 568,600 568,600
後期授業料 568,600 568,600

生命科学研究科
前期授業料 568,600 568,600
後期授業料 568,600 568,600

注 1 　 3 年次以降は 2年次の授業料と同額とする。
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②　博士課程後期課程 （単位：円）

研　究　科 費　目 1年次 2年次 3年次

全研究科
前期授業料 250,000 250,000 250,000
後期授業料 250,000 250,000 250,000

③　一貫制博士課程 （単位：円）

研　究　科 費　目 1年次 2年次 3～ 5年次

先端総合学術研究科
前期授業料 400,000 400,000 250,000
後期授業料 400,000 400,000 250,000

注 1 　 6 年次以降は 5年次の授業料と同額とする。

④　専門職学位課程 （単位：円）

研　究　科 費　　目 全　年　次
（2015年度以前入学者適用）

全　年　次
（2016年度入学者適用）

法務研究科
前期授業料 637,500 648,700
後期授業料 637,500 648,700

経営管理研究科
前期授業料

固定授業料 61,000 71,700
単位授業料 48,000（ 1 単位につき） 48,000（ 1 単位につき）

後期授業料
固定授業料 61,000 71,700
単位授業料 48,000（ 1 単位につき） 48,000（ 1 単位につき）

注 1　法務研究科では、情報通信費10,000円（学期につき）が毎年度別途必要となります。

⑤　 4年制博士課程 （単位：円）

研　究　科 費　　目 全　年　次

薬学研究科
前期授業料 250,000
後期授業料 250,000

（ 2）学費の納付方法・納付期日
①　学費納付案内には学費等納付書を同封して郵送で送ります。

郵　送　内　容 学費納付案内送付予定
・学費納付案内
・前期学期分学費等納付書
・年間学費等納付書

4月上旬

・学費納付案内
・後期学期分学費等納付書 10月上旬（※）

※前期学期に年間学費を納付した場合は、10月の郵送物はありません。
②　郵送先は学費請求書先情報に登録されている住所です。
※ 学費請求書先情報の変更については学びステーション（朱雀キャンパスの研究科については研究科事務室）
に申し出てください。

③　学費納付案内に同封する学費等納付書（本学専用振込用紙）を使用して金融機関から振込んでください。
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納付期日は下表の通りです。
〈経営管理研究科を除く全研究科〉

納付する学費 納付期日※
前期学期分学費または年間学費 5月31日まで
後期学期分学費 11月30日まで

※ただし、納付期日が金融機関の休業日となる場合、納付期日は金融機関の翌営業日となります。

〈経営管理研究科〉

納付方法 納付期日※

固定授業料
前期固定授業料 5月31日まで
後期固定授業料 11月30日まで

単位授業料
前期開講科目分 7月20日まで
後期開講科目分 12月31日まで

※ただし、納付期日が金融機関の休業日となる場合、納付期日は金融機関の翌営業日となります。

（ 3）奨学金制度について
　「奨学金制度」の詳細は、奨学金の種類により所属キャンパス学生オフィスまたは大学院課に相談してください。

（ 4）学費未納除籍
　学費が所定の期限までに納付できなかった場合、学費未納による除籍となります。早い時期から計画をたて、期日
までに納付してください。

（ 5）標準修業年限を超えて在学した場合の授業料
　標準修業年限を超えて在学した場合は、当該年次の授業料の半額になります（※ 1、※ 2、※ 3）。なお、博士課程
後期課程・一貫制博士課程・ 4年制博士課程に標準修業年限を超えて在学し、大学院学則に定める各研究科の修了履
修要件のうち博士論文以外の要件を満たした者の授業料学費は学期につき100,000円になります。
※ 1　経営管理研究科は、固定授業料のみ半額となります。
※ 2　 公務研究科（公共政策専攻社会人 1年修了コース）においては、公務研究科（公共政策専攻社会人 1年修了

コースを除く）に定める額の半額となります。
※ 3　 法務研究科の在学期間が標準修業年限（ 2年修了課程においては 2年、 3年修了課程においては 3年）を超

えた者の授業料は半額となります。

（ 6）博士学位審査のために標準修業年限を超えて在学する場合の特別在学料について
　博士課程後期課程・一貫制博士課程・ 4年制博士課程において学位申請を行い、学位審査のために標準修業年限を
超えて引き続き在学する場合は、授業料に代えて特別在学料（学期につき25,000円）を納付することになります。
　この取り扱いは、以下の者に限り適用します。
① 　2010年度以降に博士課程後期課程・一貫制博士課程・ 4年制博士課程に入学した者および2012年度以降に一貫
制博士課程の 3年次に転入学した者

② 　2009年度以前に入学または転入学した日本国以外の国籍を有する者であって、在留資格延長のため論文審査中
も引き続き在学を希望する者
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Ⅱ．履修について

1．セメスター（学期）
　セメスターとは学期のことで、本学では、 1年間を 2つのセメスターに分け、各セメスターの中で15週・年間30週
の授業を実施しています。
　研究科によっては、 1年間を 4つに分けるクォーター制を導入しています。授業開講形態の詳細については、社会
学研究科の時間割等を確認してください。

前期セメスター（春学期） 4 月 1 日～ 9月25日
後期セメスター（秋学期） 9 月26日～ 3月31日

2 ．単位の考え方  〈規程：学則第34条〉

（ 1）単位制とは
　大学における学修は、「大学院設置基準」に定められた単位制に基づいて行われています。単位制とは、各年次に配
当している授業科目を登録・履修し、合格の評価を得ることにより、修業年限中に修了に必要な単位を修得していく
制度のことです。

（ 2）単位とは
　「単位」とは、1つの授業科目の学修に必要な時間を表す基準であり、1単位は教員が教室等で授業を行う時間（15
時間）と学生が事前・事後に教室外で予習・復習を行う時間（30時間）の合計で45時間の学習を要する教育内容をもっ
て構成されています。授業を受講するだけではなく、予習・復習を行うことは、単位を修得するための重要な要素で
あることを理解して学修を進めてください。

（ 3）授業時間と単位
　本学では、週 1回あたりの授業は90分を基本としており、制度上これを 2時間とみなしています。したがって、 2
単位の授業科目では、毎週 1回90分の授業を、 1セメスターに15週実施し、それに予習・復習を授業時間と同じだけ
行うことによって、 2単位分の学修を行ったと認められます。
※実験・実習など、科目の授業方法によって予習・復習の時間構成が異なることがあります。

（ 4）単位の修得
　単位の修得には、次の①と②を満たすことが必要です。各授業科目の評価方法は、シラバスに記載されています。
①　各年度に開講される授業科目の受講登録を行うこと。
② 　登録した授業科目を履修し、予習・復習時間を含めた学修に対して評価（レポート試験・平常点評価等）を受
け、合格評価を得ること。



― 29 ―― 29 ―

▶ 本学大学院に関する基本事項 ◀

3 ．授　　業
　本学では、基本的に月曜日から金曜日の間に授業を実施します。研究科によっては、土曜日や日曜日にも授業を行
う場合があります。なお、夏期集中講義や暦の関係で不足する曜日の授業は、土曜日や祝祭日にも授業を行う場合が
あります。

（ 1）授業の開講形態

通 年 1 年間通して開講する授業

前 期（春 学 期） 前期セメスター（春学期）に開講する授業

後 期（秋 学 期） 後期セメスター（秋学期）に開講する授業

夏 期 集 中 夏期休暇中の定められた期間に、連続した日程と時限で開講する授業
※ 受講登録は前期に実施しますが、後期授業と位置付け、成績の授与も後期に行います。

前期（春学期）集中 前期セメスター（春学期）に週 2回以上開講する授業

後期（秋学期）集中 後期セメスター（秋学期）に週 2回以上開講する授業

（ 2）休講・補講について
　授業担当教員が病気などで出講できない場合には、休講の措置を取ることがあります。休講となった授業について
は、原則として補講を行います。
※休講・補講の情報はCAMPUS WEBを確認してください。
※ CAMPUS WEBの使用方法は「学び支援ハンドブック」またはウェブ上で公開しているマニュアルを参照してく
ださい。

4 ．公　　欠  〈規程：授業に関する規程第 6条〉

（ 1）「公欠」の対象
①　正課として設置している資格課程科目の実習のために、授業を欠席する場合
・「教育実習」
・「介護等体験」
・「社会福祉援助現場実習」
・「日本語教育実習」
・「博物館実習」

②　「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」に基づき学生が裁判員としての任務を果たす場合
③　上記に準じて特段の取り扱いが必要である場合

（ 2）「公欠」による授業の取扱い
　大学は、「公欠」によって成績評価上の不利益をうけないよう、以下の通り取り扱います。
①　欠席扱いとしない（出席を必要とする日数に算入しない）。
②　授業内容については次のことを行います。
・授業で配布した資料の配布
・授業範囲の確認および授業ポイントの説明
・自習内容の指示
・その他授業期間中のレポートや小テスト等を実施された場合の代替措置など、授業にかかわる指導・援助
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（ 3）「公欠」の手続き
① 　資格課程科目の実習期間が明記された受け入れ先、公的機関からの証明等正式書類を学びステーションに持参
してください。

② 　学びステーションでは、日程を確認の上、所定の「公欠届」（研究科長印を押印したもの）を交付します。
③　交付された「公欠届」は、学生が直接受講科目の授業担当者に手渡してください。

5 ．「公欠」以外の授業配慮
　「公欠」以外に、忌引き（配偶者および 2親等内の親族）、災害により授業を欠席した場合は、配慮を行います。「公
欠」と異なるため、欠席となりますが、院生が下記を証明する書類（死亡に関する公的証明書、被災証明書）（写し
可）を直接担当教員に持参して配慮を申し出てください。
　この場合は、院生が学ぶべき内容について円滑に学習ができるよう、授業担当者は可能な限り次のことを行います。
・授業で配布した資料の配布
・授業範囲の確認および授業ポイントの説明
・自習内容の指示
・その他授業期間中のレポートや小テスト等を実施された場合の代替措置など、授業に関る指導・援助

6 ．学生が学校保健安全法に定められた学校感染症に罹患した場合
（ 1）「出席停止」の命令
　学生・院生が学校保健安全法に定められた学校感染症に罹患した場合は、「学校保健安全法」「学校保健安全法施行
規則」「学校法人立命館学校保健安全管理規程」「立命館大学授業に関する規程」に基づき、学長が「出席停止」を命
じます。「出席停止」となった場合は出席停止期間が過ぎるまで大学に来てはいけません。

（ 2）「出席停止」となった場合の授業の取り扱い
　「出席停止」により授業に出席できなかった場合は「公欠」とはなりませんが、以下の手続きを行うことにより授
業にかかわる指導・援助を受けることができます。必要に応じて手続きを行ってください。
① 　「出席停止」となった学生・院生は、治癒後に医療機関より「学校感染症治癒証明書」の交付を受け、保健セ
ンターに届け出てください。

②　保健センターでは、学校感染症の治癒を証明する「学校感染症治癒証明書（写）」を発行します。
③ 　学生・院生は、「学校感染症治癒証明書（写）」を、学びステーションに持参し、「学校感染症に伴う出席停止期
間証明書」の申請手続きを行ってください。

④ 　学びステーションでは、学生・院生の授業科目・担当者・時間割を確認したうえで、「学校感染症に伴う出席停
止期間証明書」（学部長印を押印したもの）を交付します。
⑤ 　「学校感染症に伴う出席停止期間証明書」の交付を受けた学生・院生は、証明書を直接授業担当者に手渡して
ください。

⑥ 　授業担当者は「学校感染症に伴う出席停止期間証明書」にもとづき、「出席停止」となった授業の内容について
円滑に学習ができるよう、可能な限り次のことを行います。
・授業で配布した資料の配布
・授業範囲の確認および授業ポイントの説明
・自習内容の指示
・その他授業期間中のレポートや小テスト等を実施された場合の代替措置など、授業にかかわる指導・援助
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7 ．学校保健安全法に定められた学校感染症で「公欠」とする場合
　本学では、学生が学校保健安全法に定められた学校感染症に罹患した場合は、前述の通り「公欠」とはなりませ
んが、罹患者が多く学生・教職員の安全・感染拡大を防ぐために大学として「公欠」とする決定を行う場合があり
ます。この場合は、別途、学生に取り扱いをお知らせします。

「感染症に罹患した場合の取り扱い」ウェブページ
　CAMPUS WEBの『学びのサポート』から「感染症に罹患したら」をクリック

8 ．受講登録
（ 1）受講登録とは
　単位を修得するためには、受講したい（または受講しなければならない）授業科目を登録（受講登録）する必要が
あります。シラバスで授業の内容などを確認しながら、登録する授業科目を各自で選びます。受講登録をしていない
授業科目は、受講ならびに成績評価を受けられず単位を修得することができません。また、合格の成績評価を得た授
業科目は、評価のいかんに関わらず、取り消したり、再度受講登録することはできません。
　受講登録は、CAMPUS WEBによって行います。CAMPUS WEBのログインには、RAINBOW ID（*1）とパスワー
ドが必要です。授業科目ごとに付番されている番号（授業コード）、開講期間、曜日・時限など間違いがないよう確実
に手続を行ってください。指定された期間内のみ受け付けますので、期間内に手続きを行ってください。
（*1 ）RAINBOWとは、立命館大学内の情報ネットワークシステムのことで、入学時にRAINBOWユーザーIDと
パスワードを全員に発行します。RAINBOWユーザーIDとパスワードは、学内のパソコンを使用する時などに
使用します。

【留学から帰国した場合の受講登録について】
　本学のセメスター開始日までに帰国し、所定の手続を終えた場合は、当該セメスター科目を受講登録することが可
能です。しかし、本学のセメスター開始日を過ぎて帰国した場合は、当該セメスターに開講される科目を受講登録す
ることはできません。ただし、その場合でも、第 1回目の授業から受講できる科目などは、受講を認める場合があり
ますので、産業社会学部事務室にて確認してください。
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（ 2）受講登録　年間の流れ　　※詳細な日程は、社会学研究科からの案内で確認してください。
〈 4月入学生〉

期　　間 時　期 受講登録種類

前期
セメスター

4 月上旬 抽選科目登録（①）※別途申請が必要な科目があります。

4月上旬
抽選科目 抽選結果発表
前期本登録（②）
時間割確認期間（全員）

4月下旬 前期受講辞退（④）
時間割確認期間　※前期受講辞退した人のみを対象とする

後期
セメスター

9 月下旬
後期修正登録（③）
時間割確認期間　※ 修了該当回生および、後期受講登録修正した人の

みを対象とする

10月下旬 後期受講辞退（④）
時間割確認期間（後期受講辞退した人のみ）

※詳細な日程は、受講登録要項等で確認してください。

①　抽選科目登録・別途手続き（ 4月）
　受講者数に定員がある授業科目について、受講本登録よりも前に登録を受け付け、抽選によって受講を許可し
ます。受講が許可された後に辞退することはできませんので注意してください。受講が許可された場合は、自動
的に登録されるので、あらためて受講登録を行う必要はありません。

②　前期本登録（ 4月）
　抽選科目登録授業を除く、受講したい（または受講しなければならない）すべての授業科目を登録します。
　なお、受講を希望する後期の科目も、できるだけ前期の受講本登録期間に受講登録してください。

③　後期修正登録（ 9月）
　後期セメスター開講後に、履修計画が変更になった場合、年間受講登録上限単位数を超えない範囲で後期セメ
スターの授業を変更（追加登録・登録取消）することを認めています。なお、年間受講登録上限単位数には、前
期に不合格（Ｆ評価）となった科目の単位数も含みます。

④　前期受講辞退（ 4月）、後期受講辞退（10月）
　前期・後期セメスター開講後、一定期間（約 1か月）が経過した時点で、すでに登録している授業科目の受講
を辞退することができます。受講を開始したものの、履修計画が変わった時に行います。ただし、受講辞退を認
めていない授業科目もありますので各自で確認するようにしてください。なお、受講辞退した授業科目はGPA算
出の際には算入しません。

（ 3）シラバス
　シラバスには、それぞれの科目の『授業の概要』『受講生の到達目標』『成績評価方法』等の内容を掲載しています。
受講登録を行う前や授業を受ける前には、内容を確認してください。
※詳細は、学び支援ハンドブックを参照してください。
　シラバス：CAMPUS WEBの『学びのサポート』から「シラバス」をクリック
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9 ．成績および単位授与・認定  〈規程：大学院学則第23条〉

（ 1）成績評価
　成績評価は、シラバスに記載されている成績評価方法に従って行われます。合格した科目は評価のいかんに関わら
ず、取り消したり、再度受講登録したりすることはできません。

〈成績表示〉  （大学院）

A＋ 当該科目の履修において、所期の目標をほとんど完全にもしくはそれを超えて達成し、特段に優れた成
績を修めた（100点法では90点以上に対応）。

A 当該科目の履修において、所期の目標をほぼ達成しているが、不十分な点がいくつかある（80～89点に
対応）。

B 当該科目の履修において、所期の目標に照らして妥当な成績を修めたが、不十分な点が目に付く（70～
79点に対応）。

C 相当の欠点が見受けられるが、目標の最低限は満たしている（60～69点に対応）。

F 単位を与えるためには、さらに研究・調査が必要である（60点未満に対応）。

①　「A+」「A」「B」「C」を合格とし、所定の単位を授与します。
② 　「F」は不合格です。不合格科目については、当該年度の成績通知表にのみ記載され、成績証明書にも次年度
の成績通知表にも記載されません。

③　成績を段階表示することになじまない科目については、合格を「P」、不合格を「F」とします。
④ 　転入学、海外留学、単位互換制度などにより、本学以外で修得した科目を本学で認定する場合は、「N」（認定）
で表示します。詳細は産業社会学部事務室で確認してください。

【GPA（Grade Point Average）】
　GPAとは成績評価を数値化したものです。本学独自の換算方法で数値化されており、学内で行われる様々な選考の
基準として使用しています。GPA は成績通知表に記載されます（成績証明書には記載されません）。
〈本学の換算方法〉

5 ×A＋修得単位数＋ 4×Ａ 修得単位数＋ 3×Ｂ 修得単位数＋ 2×Ｃ 修得単位数
A＋，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｆ評価の合計単位数

※自由科目（卒業・修了要件に算入しない科目）はGPA計算の対象になりません。
※副専攻科目は、コース修了に必要な単位数を満たしていない場合でも、GPA計算の対象になります。

（ 2）単位授与の時期
　単位授与の時期は、下表の通り、科目が開講されるセメスターにより異なります。なお、単位授与されるには、下
表の単位授与時期に、「在学」または「留学」中である必要があります（「休学」中の場合は、単位授与されません）。

科目開講時期 単位授与時期
前　　期 前期セメスター末
夏期集中 後期セメスター末
後　　期 後期セメスター末
通　　年 後期セメスター末
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（ 3）他大学院等で修得した単位の認定　　〈規程：大学院学則第37条、第38条〉
①　入学前の既修得単位の認定について
　本大学院に入学する前に、大学院において履修した授業科目について修得した単位（科目等履修生として修得
した単位を含む。）を、在籍している課程に入学した後の本大学院における授業科目の履修により修得したものと
みなすことがあります。
　このうち、入学前に本研究科において修得した単位（科目等履修生として修得した単位を含む）については、転
入学の場合を除き、12単位を上限とします。
　また、他大学大学院（本学他研究科および外国の大学院を含む）において修得した単位（科目等履修生として
修得した単位を含む）についても、転入学の場合を除き、上記とは別に10単位を上限として、本研究科において
修得した単位として認定する場合があります。希望者は、事前に産業社会学部事務室に相談してください。

②　入学後に他大学大学院等で修得した単位の認定について
　立命館大学の他研究科および他大学大学院（外国の大学院を含む）で修得した単位は、10単位を上限として、修
了に必要な単位として認定する場合があります。
　なお、単位認定を希望する場合には、産業社会学部事務室で詳細な取り扱いについて確認してください。

（ 4）成績発表
　各セメスター末に成績通知表を交付します。単位の修得状況を確認の上、次のセメスターの履修計画を立ててくだ
さい。

（ 5）成績確認制度
　成績発表後、次の①～④に該当する科目については、「成績確認制度」に基づき、成績評価を確認することができま
す。
①　受講登録をしたが、成績評価の記載がない科目
②　受講登録をしていなかったが、成績評価が記載されている科目
③ 　シラバスにある成績評価基準を満たしていなかったが、有効評価（「A+」「A」「B」「C」「P」）と記載されてい
る科目

④　受講登録し、シラバスにある成績評価基準を満たしたにも関わらず、「Ｆ」評価となった科目

【申請方法】
　成績発表日を含めて 3日以内（土・日・祝日を除く）に、申請書を学びステーションに提出してください。
※申請の対象となる要件を満たしていないと判断した場合、申請を却下する場合があります。
※本制度は、成績評価を確認することを目的とするものであり、異議申し立てに応じるものではありません。
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10 ．暴風警報または気象等に関する特別警報が発令された場合もしくは気象等に
より交通機関が不通となった場合の授業の取扱いについて

　暴風警報または気象等に関する特別警報が発令された場合もしくは気象等により交通機関が不通となった場合の授
業の取り扱いは、下表の通りとします。
　なお、「立命館大学授業に関する規程」の定めにない取り扱いを行う場合は、学長が決定します。

『衣笠キャンパスおよび朱雀キャンパスの場合』

休講とする場合 1  　暴風警報または気象等に関する特別警報が京都市または京都・亀岡区域に発令された
場合。なお、15時の時点で暴風警報または気象等に関する特別警報が発令中の場合は、全
時限休講とする。
2　交通機関の運行状況が、次のいずれかに該当する場合。
　⑴ 　京都市営バスが全面的に不通の場合。なお、15時の時点で運行を再開していない場

合は全時限休講とする。
　⑵ 　京都市営バスが運行中であっても、京都市内乗入れのJR西日本（大阪―草津間）、阪

急（梅田―河原町間）、京阪、近鉄の 4交通機関のうち、3交通機関以上が不通の場合。
なお、15時の時点で 4交通機関のうち 2交通機関以上が運行を再開していない場合は
全時限休講とする。

3　前 2項につき授業等が開始されている場合は、直近の時限から休講する。

授業等の開始 1　次に定める場合は、下表の基準により授業等を開始する。
　⑴　暴風警報または気象等に関する特別警報が解除された場合
　⑵ 　京都市内乗入れのJR西日本（大阪―草津間）、阪急（梅田―河原町間）、京阪、近鉄

の 4交通機関のうち 2交通機関以上が運行中または運行を再開し、京都市営バスが運
行中または運行を再開した場合

時　刻 時　限
6：30まで 第 1時限
10：00まで 第 3時限
12：00まで 第 4時限
15：00まで 第 6時限

2　連続時限で実施している授業については、途中時限からの授業開始は行わない。
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『びわこ・くさつキャンパスの場合』

休講とする場合 1  　暴風警報または気象等に関する特別警報が草津市または近江南部区域に発令された場
合。なお、15時の時点で暴風警報または気象等に関する特別警報が発令中の場合は、全
時限休講とする。
2  　JR西日本（京都―米原間）が不通の場合。なお、15時の時点で運行を再開していない
場合は全時限休講とする。
3　前 2項につき授業等が開始されている場合は、直近の時限から休講する。

授業等の開始 1　次に定める場合は、下表の基準により授業等を開始する。
　⑴　暴風警報または気象等に関する特別警報が解除された場合
　⑵　休講とする場合第 2項の交通機関が運行を再開した場合

時　刻

時　　　限
経済学部、スポーツ健康科
学部、経済学研究科、言語
教育情報研究科、スポーツ
健康科学研究科

理工学部、情報理工学部、薬
学部、生命科学部、理工学研
究科、情報理工学研究科、生
命科学研究科、薬学研究科

6：30まで 第 1時限 第 1時限
10：00まで 第 3時限 第 5時限
12：00まで 第 4時限 第 7時限
15：00まで 第 6時限 第11時限

2　連続時限で実施している授業については、途中時限からの授業開始は行わない。

『大阪いばらきキャンパスの場合』

休講とする場合 1  　暴風警報または気象等に関する特別警報が茨木市または北大阪区域に発令された場合。
なお、15時の時点で暴風警報または気象等に関する特別警報が発令中の場合は、全時限
休講とする。
2  　JR西日本（大阪―草津間）および阪急（梅田―河原町間）の 2交通機関の両者が不通
の場合。
3  　前 2項につき授業等が開始されている場合は、直近の時限から休講する。

授業等の開始 1　次に定める場合は、下表の基準により授業等を開始する。
　⑴　暴風警報または気象等に関する特別警報が解除された場合
　⑵　休講とする場合第 2項の交通機関のいずれかが運行を再開した場合

時　刻 時　限
6：30まで 第 1時限
10：00まで 第 3時限
12：00まで 第 4時限
15：00まで 第 6時限

2　連続時限で実施している授業については、途中時限からの授業開始は行わない。
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『大阪梅田キャンパスの場合』

休講とする場合 1  　暴風警報または気象等に関する特別警報が大阪市に発令された場合。なお、15時の時
点で暴風警報または気象等に関する特別警報が発令中の場合は、全時限休講とする。
2  　交通機関の運行状況が次のいずれかに該当する場合。なお、15時の時点で開通してい
ない場合は全時限休講とする。
　⑴　大阪市営バス、大阪市営地下鉄が全面的に不通の場合
　⑵ 　大阪市内乗り入れのJR西日本、阪急、京阪、近鉄、阪神、南海の 6交通機関のうち、

4交通機関以上が不通の場合
3　前 2項につき授業等が開始されている場合は、直近の時限から休講する。

授業等の開始 1　次に定める場合は、下表の基準により授業等を開始する。
　⑴　暴風警報または気象等に関する特別警報が解除された場合
　⑵　休講とする場合第 2項の交通機関が運行を再開した場合

時　刻

時　　　限
経済学研究科、経営学研究
科、テクノロジー・マネジ
メント研究科、言語教育情
報研究科、経営管理研究科

理工学研究科

6：30まで 第 1時限 第 1時限
10：00まで 第 3時限 第 5時限
12：00まで 第 4時限 第 7時限
15：00まで 第 6時限 第11時限

 大学からの各種連絡について
　本学では、休講・補講、教室変更、定期試験・レポート試験の情報、各種ガイダンスの実施、学生呼び出しなどの
諸連絡は、CAMPUS WEBを通じて連絡します。必ずこまめに確認してください。
　なお、電話での問い合わせは受付していません。緊急時以外は電話での問い合わせは控えてください。

〈遠隔授業の取扱〉
　交通機関の不通または暴風警報または気象等に関する特別警報の発令により休講となった場合、遠隔授業は
次の通り取り扱う。
 ⑴　遠隔授業の送信側キャンパスで休講が判断された場合は、全てのキャンパスで当該授業を休講とする。
 ⑵ 　いずれかの遠隔授業の受信側キャンパスで休講が判断された場合は、当該キャンパスのみ当該授業を休

講とし、中継配信は行わない。なお、他の遠隔授業の受信側キャンパスでは通常通り授業を実施する。
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 大規模災害等が発生した際の安否確認について
　大規模災害等が発生した際、本学では学生の皆さんの安否を確認するため、全学生に対して立命館のメールシステ
ム宛に「安否確認」のメールを配信します。メールを受信しましたら、文中のURLから安否確認システムへとアクセ
スし、質問に回答の上送信してください。
　なお、立命館のメールシステムのメールを各自の携帯メールアドレスへ転送するよう、入学後に予め転送設定を行っ
ておいてください。転送設定方法は、本学のホームページより、office365マニュアルを参照してください。

※ 安否確認システムは『学修支援システムmanaba+R』を利用しています。そのため、manaba+Rにログインすると
〈【立命館大学】安否確認連絡〉のコースが一覧に表示されます。
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Ⅲ．その他の情報について

1．進路・就職・インターンシップ
◇ 各研究科の事務室では、研究科独自に、大学院で培われた専門性を活かした進路・就職のためのサポートならび
に企画を実施しています。また、各キャンパスのキャリアセンターでは、専門のアドバイザーによるきめ細かな
就職相談に加え、年間を通して各種進路・就職支援プログラムを実施しています。

  キャリアセンターウェブページ：http://www.ritsumei.ac.jp/career/
◇ 本学ではインターンシップ制度の充実を積極的に図っており、各研究科では、独自の教学理念に基づいたインター
ンシッププログラムを展開しています。一方で、全学横断のプログラムとしては、「産官学連携による課題解決型
の長期インターンシップ」である「大学院コーオプ演習」というプログラムを提供しています（一部研究科は除
きます）。また、学生のインターンシップやコーオプ演習の取組みをサポートする専門部署として衣笠、びわこ・
くさつ、大阪・いばらきの各キャンパスに「キャリア教育センター」を設置しています。

  キャリア教育センターウェブページ
  http://www.ritsumei.ac.jp/cec/
◇ 大学院生のキャリアパス形成支援のための講座・セミナー等の企画・実施、大学院生のキャリアパス形成に資す
る情報の提供等を行っています。

  大学院キャリアパス推進室ウェブページ：http://www.ritsumei.ac.jp/ru_gr/g-career/

2 ．本学大学院生を対象とする奨学金・研究助成制度について
　大学院生を対象とする奨学金・研究助成制度は、以下のウェブページで案内しています。

修士課程・博士課程前期課程・一貫
制博士課程（前期相当）対象 大学院キャリアパス推進室ウェブぺージ

http://www.ritsumei.ac.jp/ru_gr/g-career/fellow/博士課程後期課程・一貫制博士課程
（後期相当）・ 4年制博士課程対象

留学生対象 留学生対象奨学金に関するウェブページ
http://www.ritsumei.ac.jp/international/intl_students/scholarship.html/

3 ．教育訓練給付制度（一般教育訓練）について
　働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付
制度です。詳しくは厚生労働省のウェブページを参照してください。

4 ．ティーチング・アシスタント（TA）について
　本学は、学部学生および大学院生に対する指導の補助を担当する者として、TA（教育補佐）を任用しています。
TA制度は、本学大学院生をティーチング・アシスタント（TA）として採用し、教員とともに教育を補佐・援助す
ることを通じて、本学の教育の質の向上を図ると同時に、大学院生に自らの教育力を高め、研究者・教員等の進路
への重要なキャリア形成となる機会を提供することを目的としています。
　詳細はウェブページを参照してください。
 TAに関するウェブページ：http://www.ritsumei.ac.jp/ru_gr/g-ta/
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5 ．ハラスメント防止について
（ 1）立命館大学の取り組み
　立命館大学は、すべての学生・大学院生と教職員が個人として尊重され、いきいきと学び、教育研究を行い、安全
で快適に活動できるコミュニティを創り出すことが、学生・大学院生の学びと成長のために、また大学が社会的使命
を果たすために重要であると考えています。立命館大学では「ハラスメント防止に関する規程」（以下「規程」といい
ます。）および「ハラスメント防止のためのガイドライン」（以下「ガイドライン」といいます。）を制定し、「立命館
大学ハラスメント防止委員会」を設置して、これまで立命館大学が取り組んできた人権尊重の立場を一層明確にする
とともに、「いかなるハラスメントも容認しない」取り組みをすすめています。

（ 2）ハラスメント相談について
　立命館大学では、ハラスメントに関する相談に対応するために、各キャンパスの学部・研究科やオフィス等にハラ
スメント相談員（以下「相談員」といいます。）を配置しています。どうしたらよいかわからず困っているとき、解決
することが困難なときは、相談員に相談してください。解決に向けて、親身になってサポートをします。また友人や
知人が悩んでいるときには相談員がいることを教えてあげてください。
　相談の申込みは、電話やメールなど相談者にとって最も利用しやすい方法で、ご連絡ください。
　相談員には、相談者のプライバシーを保護するための「守秘義務」があります。相談者の了解を得ず、他者に伝え
ることは決してありません。安心して相談してください。
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（ 3）ハラスメント相談の流れ

被害者への措置…良好な修学環境の回復など

加害者への措置…改善指導など

調　　整
当事者双方の主張を公平な
立場で調整し、問題解決を
図ります。

通　　知
匿名のまま、相手にハラスメ
ントの相談があったことを伝
え、問題の解決を図ります。

自分で解決する

調　　査
調査委員会を設置し、事実
関係の公正な調査を行いま
す。

アドバイスを受ける 申立をする（通知・調整・調査）
相手への対処や措置を希望する場合

解決策の申立ができます

ハラスメント防止委員会
問題解決に向けて対応します。

相談員との面談
相談の内容、相談者がどのような解決を望んでいるのかを正しく理解します

相談は、原則として 2名の相談員で対応します。

（ 4）ハラスメント防止委員会のホ－ムページについて
　規程やガイドライン、相談員の情報（氏名・部署・連絡方法）、ハラスメント防止委員会の活動等は以下のHPで確
認することができます。
 ハラスメント防止委員会
  立命館大学Top →「学生生活・就職」→「ハラスメントの相談」または
  http://www.ritsumei.ac.jp/mng/gl/jinji/harass/
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6 ．manaba+Rの利用について
　本学では、授業内外の学習をWeb上で支援する「manaba+R」という学習支援システムを導入しています。
manaba+Rは、科目ごとに、レジュメの掲載、レポート課題、小テスト、電子掲示板、などの機能を提供します。授
業科目により具体的な利用方法が異なりますので、授業担当教員の指示に従ってください。
　詳細は、「学び支援ハンドブック」を参照してください。

7 ．「Ri-SEARCH」について
　本システムは、博士課程後期課程（一貫制博士・ 4年制博士課程含む）の大学院生を主とした若手研究者が自身の
研究活動や研究業績等をWEB上で登録し、当該情報をインターネット上で効果的に公開するものとして、次の 3点
をその目的に掲げ、運用しています。
①　大学院学生個人のキャリアパス形成の推進に資する
②　通常得られにくい大学院生の研究等の情報について一般公開する
③　大学として大学院生支援のための政策立案の基礎となるデータ収集を進める

　また、本システムは、利用対象となる博士課程後期課程（一貫制博士・ 4年制博士課程含む）在籍中の正規生が自
身の研究業績や希望するキャリアについて登録するサイト（研究者情報の登録サイト）と企業、行政機関、教育・研
究機関の方々がリクルーティング対象者の検索、委託研究の依頼対象者の検索等を目的に閲覧できるサイト（研究者
情報の閲覧サイト）の 2つのウェブサイトにより構成されています。
　研究者情報の登録サイト：https://ri-search-web.ritsumei.ac.jp
　研究者情報の閲覧サイト：http://ri-search.ritsumei.ac.jp

◆利用権限
博士課程後期（一貫制博士・ 4年制博士課程含む）課程在籍中の正規生
博士課程後期（一貫制博士・ 4年制博士課程含む）課程修了・満期退学後 5年以内の者のうち希望者

◆機能の特徴
情報を蓄積し、公開する以外に次の機能を有しています。
・ 英語による課程に在学する留学生の利用促進および海外からの一般アクセスへの対応を考慮し、大学院生入力項
目・一般公開項目共に、日英両言語併記

・学内奨学金申請のための書類を自動作成する機能を付加

※記載しているウェブページは全てCAMPUS WEBの『便利リンク』からアクセスできます。
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4 ．博士学位請求論文の提出に向けてのながれと提出物等に関するスケジュール
（ 1）「研究指導計画書」（全回生）について
　毎年、当該年度の具体的な研究活動計画について「研究指導計画書」をもとに指導教員と相談しながら計画を立て
ていただきます。提出は指導教員が研究科宛てに行いますので、院生は指導教員と具体的な計画について十分に相談
をしてください。

（ 2  ）研究業績報告書（全回生）・研究計画書（ 1回生）・博士学位請求論文執筆計画書（ 2回生
以上）の提出について

　毎年、12月に後期課程全回生は「研究業績報告書」を提出しなければなりません。また後期課程 1回生は「研究計
画書」を提出しなければなりません。後期課程 2回生以上は研究の目的、研究の進捗状況、論文の基本構想、論文完
成の見通し等を記した「博士学位請求論文執筆計画書」を提出しなければなりません。

（ 3  ）研究経過報告会（ 2回生）、博士学位請求論文（甲号）構想発表会（ 3回生以上）の実施
について

　後期課程 2回生は研究経過報告会、後期課程 3回生以上は博士学位請求論文（甲号）構想発表会において、研究経
過の報告、博士論文構想の発表をしなければなりません。あらかじめ日程が決まっていますので、必ず参加するよう
にしてください。

（ 4）博士学位請求論文の提出について
　博士課程後期課程に所属する院生は、博士（社会学）の学位を取得するために、博士学位請求論文を作成し完成さ
せることが目標となります。博士学位授与申請までに、主題に関する論文 3点以上（掲載決定済みも含む）あること
が必要です。申請にあたっては「立命館大学学位規程」や「博士学位授与等に関する内規（社会学研究科）」等を参照
しながら、詳細については、指導教員や産業社会学部事務室大学院担当に相談してください。
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提出物等に関するスケジュール

対象 提出物・報告会等 修了希望時期 〆切・
実施日

全回生
指導教員が院生と相談の上、提出 研究指導計画書 4月末日
全員が提出するもの 研究業績報告書 12月中旬

D 1 研究計画書 12月中旬

D 2以上
博士学位請求論文（甲号）
執筆計画書 12月中旬

D 2のみ対象 研究経過報告会 12月12日（火）

D 3以上

当該セメスター中に本審査をおえ
て学位取得したい場合

予備審査＿提出予定論文

前期セメスターの場合

2017年
3 月24日（金）
17時
（受付終了）

後期セメスターの場合
9月15日（金）
17時
（期限厳守）

本審査＿博士学位請求論文

前期セメスターの場合
6月16日（金）
17時
（期限厳守）

後期セメスターの場合
12月15日（金）
17時
（期限厳守）

D 4以降に進学したい場合 博士論文執筆状況報告書お
よび今後の計画書 12月中旬

D 3以上全員 博士学位請求論文（甲号）
構想発表会

6月13日（火）
6月27日（火）

　上記の論文等の提出にあたっては、学修要覧に示す手続き内容や「博士学位授与手続き等に関する内規（社会学研
究科）」を十分に確認の上、提出期限内（時間厳守）に提出を行うこと。予備審査申請手続き時には、指導教員・副指
導教員全員の署名が必要です。博士学位請求論文（甲号）構想発表会の日程については指導教員および副指導教員と
相談の上、決めてください。
※上記以外にも、個別求められる提出物がありますので、事務室からのメールや掲示に十分留意してください。

5 ．課程博士（甲号）学位請求論文の提出要件と審査手続きについて
（ 1）申請資格
　・申請時点において社会学研究科博士課程後期課程に在学中である者（再入学による在学を含む）。
　・指導教員の了承を得ていること。
　・ 主題に関する論文が 3点以上（掲載決定済も含む）あること。ただし、 1点は『立命館産業社会論集』以外の査

読付き論文を含めることとする。
　※主題に関する論文の適切性については予備審査委員会において最終判断を行うこととする。

（ 2）課程博士学位授与の要件
　「博士学位授与手続き等に関する内規（社会学研究科）」の「2.課程博士学位授与の要件」を参照。
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（ 3）審査手続き

A．予備審査
　 　予備審査は本審査に合格する見通しがあるか見極め、論文完成に向けて適切な準備ができるよう確認するこ
とを目的とする。予備審査期間は 1ヶ月程度とする。予備審査の判断は、大学院・研究担当副学部長と主指導
教員、副指導教員および前号に定める委員 2名以上の委員の合議で行うこととする。副指導教員が学外者の場
合は、合否判定について委任することもできる。審査に関しては、別紙「博士論文（甲号）予備審査提出予定
論文の査読確認事項」の項目を参照し行うこととし、付記事項のメモを提出する。

　 　予備審査委員会は、大学院・研究担当副学部長を通じて、合議の結果を研究科教学委員会に合否案として提
案する。必要に応じて要修正箇所についても報告する。研究科教学委員会は、これを承認の上、研究科委員会
に合否案を提案する。

【予備審査における論文評価基準】
1 ．研究テーマは妥当か。
　□ 序章（ないしはそれに相当する部分）において、問いの設定が明確に記述されているか（博士学位請求論文

が何を立証しようとするのか、明示されているか）。
2 ．学術的意義が十分に認められるか。
　□研究の意義・新規性・有用性について、明確に説明されているか。
3 ．研究内容は独創性に富むものか。
　□ 先行研究に比した新しさやオリジナリティを有することを、きちんと説明できているか。
4 ．先行研究に関するレビューが十分になされているか。
　□ 上記 3 . の点を記述するに際し、関連する領域の先行研究を整理したうえで、博士学位請求論文とそれらとの

差異を明示し、その学問的な意義について、明確に書かれているか。
　□ 直接的に関わる先行研究が「ない」場合は、博士学位請求論文を通して明らかにされる事柄が、どのような

学問分野において、いかなる意義を持つのか（それまで、その点が明らかにされていなかったことが、どの
ような学問的な問題性を帯びていたのか）を明示すること。

5 ．調査・実験方法、文献収集など研究方法が適切か。
　□ 問いを明らかにするうえで、調査・実験・分析手法の選定の必然性・有効性が示されているか。
　□論文の中心的な概念について、定義が正しくなされているか。
　□ 計量的な調査に基づく研究の場合、主要な変数についても明確に定義されているか。
6 ．適切な文献、資料、データに基づいて論議がすすめられているか。
　□ 問いを明らかにするうえで分析対象となる資料の選定の必然性や有効性について、明確に記述されているか。
　□ 資料の選定の範囲が必要十分であり、また、その選定の仕方が恣意的でないことが示されているか。
　□資料の範囲を限定する場合、その理由や必然性が明確に記述されているか。
7 ．論文は論理的な構成となっているか。
　□ 前提や仮定に事実や学界での議論からの大きな飛躍（および事実誤認）がないことがうかがえるか（根拠が

明示されているか）。
　□ 資料の分析から導き出した知見に、論理的な飛躍がないか（恣意的な解釈がなされていないことが、根拠を

もって示されているか）。
　□各章や各節、各項が論理的にどのようにつながるのか、明示されているか。
8 ．考察・結論は妥当か。
　□各章の議論を論理的に積み重ねたうえで、結論が導かれているか。
　□目立った論理的な飛躍や矛盾がないか。
　□序章（ないしはそれに相当する部分）で提示された問いに答える結論になっているか。
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9  ．論文として一定の書式に準拠した書き方（表現、表記、注、引用、文献、形式などを含む）がなされている
か。

　□ 博士学位請求論文の近接領域の学会において、一般的な書式に準拠しているか（注・引用・参考文献の表記
など）。この点については、近接の学会誌のスタイルガイド等を参照すること。

10．字数は社会学研究科が定める要件をおおよそ満たしているか。
11．研究倫理に反していないか。
　□「立命館大学研究倫理指針」に反する内容はないか。

付記 　予備審査はあくまで、本審査の前段階なので、必ずしも完成されたものでなくてもよいが、その場合は、本
審査までの見通しに関して、以下の点を勘案しながら審査を行う。

　□ 上記 1 .～11. の点について何らかの瑕疵があったとしても、本審査までに修正できる見込みがあるか。
　□ 結論部まで書ききれていなかったとしても、結論をおおよそ見通すことができているか（予備審査段階では、

この点は場合によっては、箇条書きなど概略説明でも可）。

【主題に関する論文 3点以上（掲載決定済みも含む）の適切性】
　ここでいう「論文」とは「博士学位授与手続き等に関する内規（社会学研究科）」の「 2．課程博士学位授与の
要件」⑵③のとおりとする。

　　 内容については、主指導教員・副指導教員が責任を持って博士学位請求論文に値するかの判断を行うことと
し、研究科教学委員は形式的要件（分量・目次・注釈等）に重点を置いた審査を行う。但し、研究科教学委
員が内容に関する助言が可能である場合にはそれを行うものとする。

　　 その採否については、学位申請予定者が、必要に応じて主指導教員・副指導教員と相談しながら判断するも
のとする。

　　 主指導教員・副指導教員は提出予定論文が研究倫理を遵守したものであることを確認した上で提出を承認し
た旨を書面（「博士論文（甲号）予備審査提出予定論文の査読確認事項」）にて報告することとする。

　　 予備審査結果については、合否に関わらず、付記事項を示した上で研究科長名で主指導教員と本人に通知す
る。

B．本審査
　研究科委員会は、学位請求論文としての受理を決定した論文に対して主査と副査から構成される審査委員会を
選出する。審査委員会は論文の審査を行うとともに、公聴会を開催する。公聴会終了後、審査委員会は研究科委
員会に合否の提案とその理由を記した「論文等審査報告書」を提出する。研究科委員会は主査からの論文審査報
告を受け、討議の上、投票を行い合否の議決を行う。本審査で合格と認められた者は、全学の大学院学位委員会
の承認を経て、課程博士学位を授与される。学位授与の可否は、当該大学院学位委員会の終了後速やかに申請者
に通知される。
　学位授与式は、 9月と 3月に開催される。
※博士学位授与申請に関わる詳細は「博士学位授与手続き等に関する内規（社会学研究科）」を参照のこと。

　「A．予備審査」「B．本審査」ともに申請書類については
社会学研究科  ウェブサイト内の 在学生のみなさんへ  ＞ 事務手続き  ＞
課程博士（甲号）学位請求論文申請手続書類について・課程博士（甲号）学位請求論文の予備審査手続きについて
を確認すること。
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Ⅳ　社会学研究科の履修プログラム

1．応用社会学実習　※前期課程所属院生のみ履修可
（ 1）実習の種類

応用社会学実習Ａ（ 2単位）

インターンシップ型実習科目。
インターンシップ協定を締結している機関・団体等において行われる実習を
希望する場合、この科目を登録します。
インターンシップオフィスが実施する「コーオプ演習」が該当します。詳細
については、インターンシップオフィス（衣笠キャンパス研心館 1階）で確
認してください。

応用社会学実習Ｂ（ 4単位）
インディペンデント型実習科目。
3ケ月（120時間）以上の実習を希望する場合、この科目を登録します（手続
きについては下記参照）。

応用社会学実習Ｃ（ 2単位）

企業・団体・機関等とのコラボレート型実習科目。
本研究科が覚書を締結している企業・機関・団体において実習を希望する場
合、この科目を登録します。基本的に応用社会実習Ａ・Ｂとの重複受講はで
きません。
ハノイ師範大学附属施設で実習を行う場合が該当します（後期セメスターに
説明会を開催予定）。

（ 2）応用社会学実習Ｂについて
　応用社会学実習Ｂとは、自分自身で実習先を見つけ、そこで一定期間実習を受け、そこで得られた成果を単位認定
する制度です。社会学研究科に事前に申請し、許可を受けた者に対して受講を許可します。実習期間中は毎月報告書
を作成し、指導教員の指導を受けなければなりません。
 ①　受講資格
   　前期課程に在学している院生で、修士論文作成にあたって、各自の研究領域との関連で学外諸機関での調査実

習を必要とする者。
 ②　受講方法
   　応用社会学実習の受講は許可制となっています。社会学研究科から受講許可を得るためには、以下の期限まで

に所定の書類を提出しなければなりません。

前期セメスターに実習を受ける場合 2017年 5 月26日（金）17時（期限厳守）
後期セメスターに実習を受ける場合 2017年 8 月25日（金）17時（期限厳守）

 ③　受講可否
   　申請書類に基づき、社会学研究科委員会が必要と認めた者に対して受講を許可します。
 ④　単位認定
   　単位認定を受けるためには、実習終了後に報告書等を事務室に提出しなければなりません。当該年度の 1月末

日までに報告書等を提出できない場合は、単位認定ができませんので十分注意してください。
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2 ．修士課程共同学位プログラム（DMDP；Dual Master’s Degree Program）
   ※前期課程所属院生のみ履修可

　社会学研究科では、海外の大学との間で修士課程共同学位プログラム（DMDP；Dual Master’s Degree Program）
を実施しています。このプログラムは、グローバル化する国際社会で活躍する人材を育てることを目的として発足し
たもので、 2年間の修士課程在学中に海外の大学院に正規留学することによって、最短 2年で両大学の大学院から修
士号を取得できる制度です。
　現在、本研究科では英国ランカスター大学、韓国中央大学校と協定を締結しています。詳細については産業社会学
部事務室へ問い合わせてください。

3 ．社会学研究科Global Project
　立命館大学大学院社会学研究科では、2008年度より 3年間、文部科学省の大学院教育改革支援プログラム（大学院
ＧＰ）に採択され、「海外大学共同による比較調査研究型教育～アジアと欧米をつなぐ国際的な社会調査研究のスペ
シャリスト育成～」を実践してきました。その取り組みを継続して、2011年度からは「社会学研究科Global Project」
を実施しています。
　グローバル化が著しく進む今日の世界では、国境を越えたグローバルスタンダードとしての共通性が求められる一
方でその地域の文化や現状を理解し、地域的な特性をふまえた社会構築が必要とされています。本プログラムは、こ
の課題に応えるため、欧米社会を反映した現代社会科学の理論フレームを理解しつつ、欧米一辺倒でない社会像やア
ジアの実態と行く末を考えられる複眼的視野を養い、実践的な調査スキルを備えて国際的に活躍できる人材・研究者
を育成することを目的とします。
　本プログラムは許可制となっており、本プログラムの受講が許可された場合は受講期間に合わせて履修指定科目の
受講が必要となります。
 ※ プログラム内容や申請方法については、産業社会学部事務室に問い合わせてください。また、社会学研究科ＨＰ

も参照してください。
  http://www.ritsumei.ac.jp/gsss/education/gp-introduce.html/

4 ．先進プロジェクト研究
　「先進プロジェクト研究」では、社会学研究科の複数の専任教員と院生が共同研究を進めていきます。「プロジェ 
クト」としては長期間継続しつつ、各「先進プロジェクト研究」では、単年度の小テーマを掲げ、年度ごとに成果を
積み重ねていく形態をとります。
　各プロジェクトの内容は、シラバスで確認してください。

（ 1）受講資格
　前期課程および後期課程に在学する院生

（ 2）受講方法
　「先進プロジェクト研究」の受講は許可制となっています。受講許可を得るためには、以下の期限までに申請書を
提出しなければなりません。

申　請　期　限 2017年 4 月 6 日（木）17時（期限厳守）
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（ 3）受講可否
　申請書に基づき、社会学研究科委員会が必要と認めた者に対して受講を許可します。許可者の発表は2017年 4 月12
日（水）13時を予定しています。許可者の受講登録は事務室で一括して行います（個人で受講登録を行う必要はあり
ません）。

（ 4）成績について
　「先進プロジェクト研究」に所属する院生は、夏休み明けに「前期研究経過報告・後期研究計画書」または「中間
レポート」、当該年度終了ごとに「年次報告書」（教員との共同作成）を作成します。成績評価については、日常的な
研究活動と報告書の内容を基に成績評価（A+～Ｆ評価）を行います。

【前年度に引き続き受講を希望する場合】
　特別に受講を許可する場合がありますので、上記申請期限までに産業社会学部事務室へ相談してください。
 ※ 後期課程所属院生の場合、前年度から引き続いての重複受講を認めます（申請書の提出が必要です）。前期課程 

所属院生の場合は、社会学研究科の講義系科目を前年度までに 5科目10単位以上修得した 2回生以上に対し、前
年度から引き続いての重複受講を認める場合があります（申請書の提出が必要です）。
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Ⅴ　大学院共通科目・研究倫理教育・他研究科科目受講等の登録

1．大学院共通科目
（ 1）大学院共通科目とは
　大学院共通科目として、大学院生の基礎的研究水準の引き上げに役立つ研究基礎科目や主専攻に関連する科目（研
究倫理、統計学、プレゼンテーション、英語基礎能力の向上等）を開講します。これらの科目は専門科目における俯
瞰的な視点や複眼的な視野を養うことを目的として開講します。詳しくは大学院キャリアパス推進室内にある大学院
共通科目のウェブサイトを参照のうえ、手続きを行ってください。

【大学院共通科目のウェブサイト】http://www.ritsumei.ac.jp/ru_gr/g-career/stepup/common.html/

（ 2）受講登録
　①　登録・提出期間
　　 　受講登録はCAMPUS WEBで行います。

〈前期〉本登録期間にCAMPUS WEBで登録
〈後期〉 9月下旬頃

　②　提出書類
　　 　社会学研究科での取り扱いが他研究科受講の場合は「他研究科科目受講願（所定用紙、指導教員の所見が必

要）」が必要となります。自研究科科目として開講されている場合は、「他研究科科目受講願」を提出する必要は
ありません。

　③　受講願配付・提出先（他研究科科目扱いの研究科のみ）
産業社会学部事務室

2 ．研究倫理教育
　大学院生が学問的良心に基づき自由に研究活動を行うためには、研究を進めるにあたって知っておかなければなら
ない行動規範、成果の発表方法などの研究倫理を心得ておく必要があります。大学院生が意図しない部分で倫理的な
問題を起こさないためにも、研究倫理の基礎知識、研究倫理を学ぶ必要性・意義などを学び、研究倫理は大学院生が
主体的に考えるべき問題であるということを認識することは非常に重要なことです。
　これまで本学では、指導教員による研究倫理指導だけではなく、正課科目、課外セミナーによる研究倫理教育の実
施や、新入生オリエンテーション等においても研究不正（剽窃、盗作など）に関わる注意喚起等も行ってきました。こ
の間の取組みも踏まえつつ、全大学院生を対象とした研究倫理教育を実施いたします。
　研究倫理教育の実施内容については、大学院キャリアパス推進室内にある研究倫理教育のウェブサイトを参照して
ください。研究倫理教育は研究活動を進めていくうえで非常に重要であり、社会学研究科においては、学位授与申請
要件の一つとしていますので、必ず受講してください。

【研究倫理教育のウェブサイト】http://www.ritsumei.ac.jp/ru_gr/g-career/stepup/ethics.html/
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3 ．他研究科科目受講制度
（ 1）他研究科科目受講制度について
　他研究科科目受講制度とは、本学大学院の他の研究科で開講する科目を受講する制度です。「他研究科科目受講願」
を産業社会学部事務室に提出のうえ、CAMPUS WEBで受講登録してください。

（ 2）受講登録
　①　登録・提出期間
　　 　受講登録はCAMPUS WEBで行います。

〈前期〉受講本登録期間（抽選科目については抽選科目登録期間）にCAMPUS WEBで登録
〈後期〉 9月下旬（詳細は別途提示します）

　②　提出書類
　　　「他研究科科目受講願」（所定用紙、指導教員の所見が必要です）
　③　受講願配付・提出先
　　　産業社会学部事務室
　④　単位授与上限
　　 　他研究科において履修した単位は、他の大学院（外国の大学院を含む）において履修した単位と合わせて10単

位を超えない範囲で修得したものとみなすことができます。
　⑤　受講にあたっての留意事項
　　◇ 研究科の判断で他研究科受講不可になっている科目があります。他研究科受講科目の時間割は産業社会学部事

務室にて閲覧できます。シラバスはオンラインシラバスで確認してください。
　　◇ 受講願の提出がなかった科目については、受講することはできません。

4 ．関西四大学大学院単位互換制度
（ 1）関西四大学大学院単位互換制度について
　関西四大学大学院単位互換制度とは、本学と同志社大学、関西大学、関西学院大学との間で協定を結び、実施して
いる単位互換制度です。
　①　出願資格
　　◇ 各大学院の修士課程、博士課程（前期および後期課程に区分した博士課程、もしくはこの区分を設けない博士

課程のいずれも含む）、または専門職学位課程に所属する正規大学院生とします。
　②　受講科目の範囲および単位数
　　◇ 他大学大学院に履修を願い出ることができる授業科目は、各大学大学院が学生への提供を可能と定めた授業科

目で、かつ、学生が所属する大学院において履修を認めたものに限ります。
　　◇ 他大学大学院で取得できる単位数は、他研究科において履修した単位と合わせて10単位を超えない範囲で修得

したものとみなすことができます。
　③　履修方法、成績評価、単位の授与等
　　◇ 履修方法、成績評価、単位の授与等は、受け入れ大学大学院が定めるところによります。
　　◇ 本制度により他大学で修得した科目を本学で認定する場合は、Ｎ（認定）とします。
　④　履修料等
　　◇ 履修生の選考料および履修料の徴収は行いません。ただし、演習、実習等に要する費用は、これを徴収するこ

とがあります。
　⑤　施設の利用・関西四大学単位互換履修生証
　　◇ 履修生が履修上必要な施設・設備の利用については、受け入れ大学院の定めるところによります。
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　　◇ 関西四大学単位互換履修生証については、受け入れ大学院が発行します。

（ 2）受講登録の手順について
　①　出願期間
　　　2017年 4 月 3 日（月）13：00～ 4 月 7 日（金）17：00
　　　※ 全研究科、上記期間のみの登録となります。
　②　提出書類
　　 1）関西四大学大学院単位互換履修生願書（所定用紙、指導教員の所見が必要）
　　 2）写真 2葉（カラー　縦3.0cm×横2.5cm）
　③　願書配付・提出先
　　◇願書配布

関西四大学大学院単位互換制度のウェブサイトよりダウンロード
http://www.ritsumei.ac.jp/ru_gr/g-career/stepup/kansai.html/

　　◇提出先　産業社会学部事務室
　④　選　　考
　　 　受け入れ大学院が必要に応じて選考し、決定します。また、選考結果は社会学研究科を通じて通知します。
　⑤　受講にあたっての留意事項
　　 1  ）受講にあたっては、受け入れ科目担当教員の事前了解を得ておくことが原則となっています。ただし、他大

学の授業開始日との関係で、開講までに受け入れ科目担当教員との連絡がとれない場合は、「願書」を提出した
後、必ず 1回目の授業に出席し、受け入れ科目担当教員に了解を得てください。

　　 2）各大学各研究科の時間割・講義概要等の資料は、産業社会学部事務室にて閲覧できます。
　　 3）関西四大学の「春期集中講座」および「冬期集中講座」は履修できません。

（ 3）関西四大学大学院の図書館利用について
　「関西四大学図書館相互利用協定」に基づき、本学に所属する正規の大学院生については、関西大学・関西学院大
学・同志社大学の図書館を利用することができます。利用できる資料や施設の範囲、利用の方法などの詳細は、利用
する大学の図書館で確認してください。大学院生の館外貸し出し冊数および期限は 3冊 2週間以内です。

（ 4）その他
　その他不明な点があれば、別途案内する募集の詳細を確認した上で、産業社会学部事務室に問い合わせてください。
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Ⅵ　資格課程

1．教育職員免許状
（ 1）専修免許状とは
　専修免許状とは、一種免許状を基礎にして、大学院で所定の単位を修得し、修了することで取得できる免許状です。
つまり、専修免許状は一種免許状の上位免許状です。なお、現在の教員採用試験において必要とされる免許状は一種
免許状がほとんどですが、一方で高等学校を中心に、指導教科に関する専門的な知識や力量が求められる傾向が高ま
りつつあります。一種免許状を基礎に、大学院での高度な学習を通して得た知見を教壇で活かしたいと願うみなさん
にとって必要な免許状といえます。

（ 2）専修免許状を取得するには
　前提として、取得を希望する教科の一種免許状の所要資格を満たしたうえで、社会学研究科に開設されている専修
免許状取得に必要な科目を24単位以上修得する必要があります。取得できる教科の種類は研究科によって異なります。
また、すべての研究科で専修免許状が取得できるわけではありません。詳しくは、産業社会学部事務室で確認してく
ださい。なお、「教育職員免許法第 5条別表第 1」にもとづく免許取得（本学各学部の学修要覧に記された方法によっ
て必要単位を修得する）以外の方法ですでに一種免許状を取得していて、専修免許状の取得を目指す場合は、受講登
録までに産業社会学部事務室に申し出てください。

申　請　期　限 2017年 4 月 6 日（木）17時（期限厳守）

　今日の教員養成をめぐる社会情勢において、単に教員免許状の取得だけを目的とした安易な気持ちでの教職課程の
履修は、研究科における学修計画を困難にすることもありますので、しっかりとした目的意識をもって履修すること
が必要です。また、教員免許状を取得することと、優れた資質をもった教員になることはイコールではなく、さらに、
実際に教員として教壇に立つためには、公立学校はもちろん、私立学校においても、教員採用試験に合格しなければ
なりません。各キャンパスの教職支援センターでは、教員志望者に対する対策講座（有料）の開講のほか、情報資料・
参考書等を豊富に揃えており、常駐の経験豊かな講師陣が教員採用に関する具体的な相談・指導助言に応じています。
教員を志望するみなさんは、ぜひ積極的に利用してください。

（ 3）教員免許更新制について
　2007年 6 月に教育職員免許法が改正され、2009年 4 月より「教員免許更新制」が導入されました。授与される教員
免許状は、原則として、10年毎に更新しなければ、その効力を失うこととなります。現行の制度で免許状を更新する
ためには、期間満了前 2年間の間に、教職課程を有する大学等で実施される30時間の更新講習を受講・修了すること
が求められます。なお、一種免許状を取得した後に専修免許状を取得する場合は、専修免許状取得から10年間が有効
期間となります。
　更新講習の受講条件など、「教員免許更新制」の詳細については、文部科学省等のホームページを参照してください。

（ 4）社会学研究科で取得できる専修免許状
　社会学研究科では以下の専修免許状を取得することができます。

教育職員免許状の種類 免許教科
中学校教諭専修免許状 社会
高等学校教諭専修免許状 公民

― 64 ―



― 65 ―

▶ 社会学研究科における履修 ◀

2 ．社会調査士資格および専門社会調査士資格
（ 1）「社会調査士」「専門社会調査士」とは
　「社会調査士」「専門社会調査士」とは、社会調査の知識や技術を用いて、世論や市場動向、社会事象等をとらえ 
ることのできる能力を有する「調査の専門家」のことです。一般社団法人 社会調査協会が資格認定をおこなってい 
ます。詳細は社会調査協会ホームページを参照してください。
　〔一般社団法人　社会調査協会ホームページ〕　http://jasr.or.jp/index.html

（ 2）「専門社会調査士」資格を取得するためには
　社会学研究科の前期課程および後期課程に所属する院生が専門社会調査士の資格を取得するためには、次の 1）か
ら 4）の要件を満たしたうえで社会調査協会に資格申請を行う必要があります。
 1 ）社会調査士資格を有していること
 2  ）前期課程のカリキュラムで開講する「専門社会調査士関連科目群科目」のうち、資格必修科目（下表参照）を

すべて履修し単位を修得すること
 3 ）社会調査結果を用いた研究論文（修士論文を含む）を執筆すること
 4 ）修士学位を取得していること

「専門社会調査士関連科目群科目」一覧

科目区分 科目名 単位数 履修区分 社会調査協会が定める標準カ
リキュラムとの対応

専門社会調査士
関連科目群科目
※ 1

社会調査研究Ⅰ 2

資格必修科目※ 2

【Ｈ】調査企画・設計に関す
る演習（実習）科目

情報処理統計学Ⅱ 2 【Ｉ】多変量解析に関する演
習（実習）科目

社会調査研究Ⅱ 2 【Ｊ】質的調査法に関する演
習（実習）科目

情報処理統計学Ⅰ 2
履修指導科目※ 3

－
社会統計研究 2 －

 ※ 1 　「専門社会調査士関連科目群科目」は前期課程の修了に必要な単位（30単位）に含まれます。
 ※ 2 　専門社会調査士資格を取得するうえで必ず履修しなければならない科目です。
 ※ 3 　必ずしも履修する必要はありませんが、資格取得を目指すにあたって研究科として履修を推奨する科目です。

（ 3）専門社会調査士課程への所属について
　専門社会調査士資格の取得を目指す場合は、先ず専門社会調査士課程に所属したうえで「専門社会調査士関連科目
群科目」を履修しなければなりません。専門社会調査士課程への所属は許可制となっていますので、希望者は以下の
期限までに産業社会学部事務室へ申請書を提出してください。

申　請　期　限 2017年 4 月 6 日（木）17時（期限厳守）

　なお、専門社会調査士課程への所属は、社会調査士資格をすでに取得していることを原則としますが、社会調査士
資格を取得していない場合でも産業社会学部で開講する社会調査士の資格必修科目を履修することを条件に、許可を
する場合があります。ただし、大学院の修了に必要な単位（30単位）の修得と修士論文の作成、そして社会調査士の
資格必修科目の履修を両立するためには、多大な努力が必要となりますので（社会調査士の資格必修科目は修了要件
単位には含まれません）、希望者は申請前に必ず産業社会学部事務室へ相談してください。
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Ⅶ　施設紹介

1．国際調査・教育センター
　国際調査・教育センターは以学館産業社会学部事務室内にあります。
　2008年度、社会学研究科が文部科学省の大学院ＧＰ教育プログラム「海外大学共同による比較社会調査研究型教育
～アジアと欧米をつなぐ国際的な社会調査研究のスペシャリスト育成～」として採択され、「社会調査センター」が
設立されました。
　2011年度からは、「国際調査・教育センター」と改名し、大学院ＧＰを継続発展させた「社会学研究科Global  
Project（GP）」に関わる業務や、DMDPなど、さまざまな国際業務の窓口にもなっています。
　センターには社会学専門書や社会調査に関する文献なども取りそろえ、閲覧・貸出も行っています。
　センターでは、本学の社会学研究科と院生・研究交流が盛んに行われている韓国・中央大学、英国・ランカスター
大学、ウォーリック大学などの大学から教授をお迎えしたり、留学生や院生のサポートも行ったりしています。お立
ち寄りいただいた際には世界のお菓子や飲み物など国際的な文化や雰囲気も味わえるセンターです。

2 ．大学院生のための研究施設「究論館」
　個々人が研究に集中できる大学院生共同研究室から、グループでのディスカッションや共同研究、研究成果の発信・
共有を促進する充実したリサーチコモンズを備えた「知」の創造の場となっています。ぜひ、究論館を活用し、大学
院生間の専門分野を超えた刺激的、創造的な研究交流を進めてください。

3 ．産業社会学部共同研究室（産社共研）
　皆さんは、教員や先輩院生の会話のなかに「さんしゃ　きょうけん」という言葉をよく耳にするかもしれません。
「さんしゃ　きょうけん（産社共研）」は産業社会学部共同研究室が正式な名称です。修学館 3階の中央部分にありま
す。ここは、学内出身者でも学部在学時には馴染みのなかったところでしょう。しかし、これからの院生の研究活動
上、最も関係の深い場所のひとつとなるはずです。そんな産社共研を修学館施設とともに簡単にご紹介しましょう。
　研究に関する人・もの・情報が交錯する場所、それが産社共研・修学館です。

（ 1）ひ　　と
　産業社会学部だけでなく他学部や客員、非常勤の教員、また外国からの客員教授・研究員、そしてＯＤや現役院生
等々学内外の多くの研究者が出入りし交流する場所となっています。共研にはいつもお茶・コーヒーの準備をして、
みなさんの来室をお待ちしています。

（ 2）も　　の
　共研には共同研究・会議室、辞（事）典・辞書資料室、和・洋雑誌、学会紀要等多くの資料や、パソコン（端末）、
プロジェクター、ビデオ再生等機器も整備して研究活動に供しています。会議室や機器の利用は、前もってご相談く
ださい。
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（ 3）情　　報
 1 ）日刊新聞主要 7紙、ＣＮＮも視聴可能ＴＶなどを整備しています。
 2 ）図書資料の利用・購入
  ① 　修学館リサーチ・ライブラリー所蔵の図書・雑誌等研究資料が利用できます。資料を探すにはオンラインデー

タベースRUNNERSで検索してください（貸出・返却や検索、資料の取り寄せ等は修学館 1階の図書館利用支
援課にお問い合わせください）。

  ② 　利用したい図書資料が大学にない場合、一定のルールに従って院生図書費で購入が可能です。購入した図書
は修学館の蔵書となり貸し出されます。また、大学契約書店からの「見計らい」図書（和洋）も共研において
います。必要なものは購入希望してください（発注希望担当は図書館利用支援課）。

 3 ）『立命館産業社会論集』編集・発行
   　産業社会学会（産業社会学部教員・院生・学生で構成）は『立命館産業社会論集』という研究紀要を季刊発行

しています。院生もこれに論文等を投稿することができます（詳細は「投稿要項」参照）。この編集委員会事務
局も産社共研にあり、投稿の諸事について、みなさんと委員会のつなぎ役を努めています。何なりとご相談くだ
さい。
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規程、申し合わせ等

　次の規程については、ホームページにて公開していますので、ご確認ください。
（CAMPUS WEBの『便利リンク』から「諸規程」をクリック）

大学院学則、学位規程、学籍に関する規程、授業に関する規程、学生証規程、証明書規程、学費等の納付に関す
る規程、学生懲戒規程、学生健康診断規程　等

　立命館大学大学院社会学研究科研究科則については、社会学研究科ホームページの「在学生のみなさんへ」の「諸
規則」にて公開していますのでご確認ください。
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「博士学位授与手続き等に関する内規」（社会学研究科）

1．目　　的
⑴ 　立命館大学学位規程（以下 ｢学位規程｣ という。）および文・社系における学位授与に関する申し合わせ（1990
年 3 月決定、以下 ｢申し合わせ｣ という。）にもとづく社会学研究科（以下「研究科」という。）における博士学
位の授与に関する審査等の手続きは、この内規の定めるところによる。

⑵ 　この内規は、学位規程第18条第 1項に定める博士学位（以下「課程博士｣ という。）の審査等および同条の第 2
項に定める博士学位（以下 ｢論文博士｣ という。）の審査等に適用するものである。

2 ．課程博士学位授与の要件
⑴ 　課程博士の学位授与要件は、別途 ｢申し合わせ｣（「文・社系研究科における課程博士の学位授与申請要件に関
する申し合わせ」「課程博士の学位授与に関する申し合わせ」）を適用する。　
　即ち ｢専攻分野について研究者として自立し、研究活動を行うに必要な高度の研究能力およびその基礎となる
豊かな学識を有するものとする｣。

⑵ 　課程博士の審査請求の対象となる博士学位請求論文については、次の要件を全て満たすものとする。
① 　主題に関する論文が 3点以上（掲載決定済も含む）あること。ただし、 1点は『立命館産業社会論集』以外
の査読付き論文を含めることとする。「主題に関する論文」は、原則として博士学位申請者の単著であるものと
する。ただし論文が共著の場合は、次の要件を満たすものとする。
・ 共著者全員が博士学位申請者の当該論文における執筆責任箇所を認め、博士論文の一部として当該論文を使
用することを承諾する旨の「共著者承諾書」（所定書式）を提出すること。

② 　主題に関する論文については、研究の一貫性を重視し、研究計画書とそれに応じた指導にもとづく研究成果
が認められること。

③ 　ここでいう「論文」とはその関連分野の専門にかかわる業績であり、独創性のあることを要件とし、原則と
して以下のいずれかに該当するものとする。業績の適切性に関する最終的な判断は予備審査委員会で行うもの
とする。
・  学会誌・協会誌などの学術的定期刊行物に論文として掲載されているもの
・  専門的な内容の編著書に章などとして含まれているもの（教科書として用いられている著作でも、独創性を
有し、体系書または体系書の一部の内容を有する場合は「論文」として認める。学生・一般向けの小解説文、
新聞掲載論説は「論文」の中に含まない。）

④ 　字数は、原則として和文120,000字程度を目安に、各専門領域に応じて博士学位請求論文としての質が十分に
担保される程度の字数であることとする。字数のなかには本文内の図表、脚注および参考文献は含むが調査票
等の添付資料は含まない。

⑤ 　学位論文中に使用する文章および図・表・写真等の使用に関しては、著作権を侵害しないよう、適切な引用
標記がなされていること。

⑶ 　課程博士学位申請予定者は、学位請求に先立つ 1年程前までに、研究の目的、研究の進捗状況、論文の基本構
想、論文完成の見通し等を記した ｢博士学位論文執筆計画書｣ を研究科に提出しなければならない。なお、｢博士
論文執筆計画書｣ を提出した大学院生は、その時期に近接して求められる ｢研究計画書｣ の提出を免除される。

⑷ 　課程博士学位申請予定者は、論文提出の 6ヶ月前までに、研究科が定める博士論文構想発表会においてその構
想を発表しなければならない。
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3 ．予備審査
【目的】
⑴ 　予備審査は本審査に合格する見通しがあるか見極め、論文完成に向けて適切な準備ができるよう確認すること
を目的とする。

【対象者・対象論文・手続き】
⑴ 　課程博士の学位請求申請にあたって、学位申請予定者は、大学院・研究担当副学部長あてに提出予定論文を提
出し、予備審査を受けなければならない。提出予定論文は、主指導教員、副指導教員全員の承認を得た後に提出
しなければならない。

⑵ 　予備審査を受けるための提出予定論文は、論文提出予定日の 3ヶ月前までに提出しなければならない。
⑶ 　予備審査を受けるための提出予定論文は、博士学位請求論文に準ずる完成度とする。
⑷ 　予備審査で不合格となった場合、同一の論文で再度の予備審査申請は認められない。ただし、書き直した論文
で新たに予備審査の申請を行うことは可能とする。

⑸ 　予備審査申請については設定された期日までに行うこととする。
⑹ 　申請にあたっては以下の書類等を研究科委員会に提出するものとする。
① 　予備審査申請書（課程博士用、研究科所定用紙） … 1 通
② 　提出予定論文（A 4版、簡易製本）… 1 部
 　第 2項⑵に準ずるものとする。完成に至っていない章・節については、執筆予定の内容や根拠となる資料等
を箇条書きのメモで記載しておくこと。

③ 　提出予定論文の未製本のコピー（両面コピー　クリップ止め）… 1 部
④ 　論文要旨（A 4版）和文 … 1 部
⑤ 　目次（書式自由）
⑥ 　主題に関する論文 3点の現物（抜き刷り可）
⑦ 　「研究倫理共通セミナー」受講証明書のコピー

【審査委員会・委員】
⑴ 　予備審査委員会は主指導教員・副指導教員および大学院・研究担当副学部長（大学院・研究担当副学部長が主
指導教員または副指導教員の場合は、研究科教学委員会幹事）と研究科教学委員 2名以上で構成する。

⑵ 　大学院・研究担当副学部長は、社会学研究科教学委員の中から、適切な委員 2名以上を指名する。
⑶ 　予備審査は、前号に定める委員の合議で行うこととする。審査に関しては、別紙「博士論文（甲号）予備審査
提出予定論文の査読確認事項」の項目を参照し行う。予備審査に合格しなければ、博士学位請求論文を提出する
ことはできない。

⑷ 　学位申請予定者は提出予定論文提出以降の進捗や本審査までの計画がわかる資料（原稿もしくはメモ）や論文
の概要や結論がわかる資料（原稿もしくはメモ）を提出することができる。

⑸ 　学位申請予定者は予備審査委員会に同席することができる。
⑹ 　予備審査委員は学位申請予定者の本審査提出の可否について判断し、最終的に予備審査委員会で合意を得るこ
ととする。

⑺ 　審査内容については合否に関わらず研究科委員会に報告し、承認を得なければならない。

【結果の通知】
⑴ 　予備審査結果については、合否に関わらず、付記事項を示した上で研究科長名で主指導教員と本人に通知する
こととする。
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4.　博士学位授与申請
⑴ 　課程博士の申請は、博士課程単位取得による退学の日の 3ヶ月前までに行うものとする。
⑵ 　課程博士の学位授与の申請は、博士学位請求論文の予備審査に合格した者が行うことができる。
⑶ 　課程博士の学位授与の申請にあたっては、｢学位規程｣ 第19条第 1号に準拠しつつ、下記の書類等を研究科に提
出するものとする。
① 　学位授与申請書（課程博士用、本学指定用紙） 　 1 部
② 　履歴書（本学指定用紙、ワープロ作成可） 　 1 葉
③ 　学位論文（Ａ 4版、ハードカバー製本装丁） 2 部＋簡易製本 2部
④ 　学位論文（学位論文全文のPDFデータ） 　 1 部
⑤ 　博士論文全文のインターネット公表に関する確認シート 　 1 部
⑥ 　論文内容要約（博士論文全文をインターネット公表できない場合） 　 1 部
※合わせて【博士論文全文にかえて「論文内容の要約」を公表するための申請書】も提出

⑦ 　「立命館大学学術成果リポジトリ（R-Cube）登録承諾書」 　 1 部
⑧ 　論文目録（本学所定用紙、ワープロ作成可） 　 1 部
⑨ 　論文要旨（和・英）（Ａ 4版） 各 1 部
⑩ 　論文要旨（和・英）（ワードデータ） 各 1 部
⑪ 　研究科が独自に提出を求めるもの

    ・ 学位請求論文の未製本コピー 1部（ハードカバー製本と同一のものをクリップ止めして提出すること。請
求論文の審査に使用する）

    ・「主題に関する論文 3点」のリスト（所定書式）
    ・「研究倫理共通セミナー」受講証明書のコピー（2009年度以前の入学者のみ）
⑷ 　課程博士の学位授与の申請にあたっては、指導教員またはそれに代わるべき研究科所属教員の事前の了解を得
ることを原則とする。

⑸ 　論文博士の学位授与の申請にあたって提出すべき書類等については ｢学位規程｣ 第19条第 2号によるものおよ
び学位請求論文の要旨とするが、その他に研究科が必要な資料等の提出を求めることがある。

⑹ 　学長により授与を付議されることとなる論文博士の学位授与に関して、学外からの申請にあたっては、研究科
所属教員の事前の了承を得ることとする。

⑺ 　論文博士の申請後、研究科長は形式要件を満たした書類と学位請求論文とその要旨が研究科に届いたことを研
究科委員会で報告し、その要旨を研究科所属教員に配布し、あわせて以後審査の終了まで論文を閲覧に供する。こ
れ以後、正式に研究科委員会で受理を議題とするまで、少なくとも 2週間の期間を置くこととする。

5 ．受　　理
⑴ 　課程博士の学位授与の申請の受理は、研究科委員会において、研究科長ないしはそれに代わるべき者からの説
明を受け、 2週間の学位論文閲覧期間を経た後に研究科委員会が受理する。

⑵ 　複数の研究科教学委員は、当該学位論文について、別紙「博士論文（甲号）の査読確認事項」にもとづき、決
められた期日までに査読を行い、当該学位論文を博士論文として受理することに対して適当であるかの判断を大
学院・研究担当副学部長に提出することとする。大学院・研究担当副学部長は、提出された判断を踏まえ、研究
科委員会に受理の可否について意見を行うこととする。

⑶ 　論文博士の学位授与の申請について、学長から受理の付議を受けたときは、研究科委員会は研究科教学委員会
の議を経て、受理の可否について意見を決定する。

⑷ 　前項の決定を行うにあたって、研究科所属教員から学位論文に関する研究会の開催もしくは受理に関する意見
原案の作成のための受理委員会の設置等の意見があったときは、研究科委員会において、その意見にもとづく適
切な受理審査の手続きを定めるものとする。

⑸ 　前項による受理委員会は、研究科所属教員 3名をもって構成することとし、その委員は、審査委員会との関係
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を考慮しつつ研究科委員会において選出する。委員のうち 1名を主査とする。
⑹ 　上記第⑷項による受理審査の手続きが定められたときは、その手続きが完了し、受理審査委員会が設置された
場合においては、その委員会による受理に関する意見原案の報告を受けた後でなければ、研究科委員会は受理の
可否についての意見を決定できない。

6 ．審　　査
⑴ 　学位授与の申請を受理後、学長から学位審査の委託があれば、研究科委員会はすみやかに審査委員会を設置し
なければならない。審査委員会は専攻科目および関連科目の教員 3名によって組織し、うち 1名を主査とする。た
だし、必要があれば他の教員を加えることができる。

⑵ 　学位論文の審査が開始されたときは、その審査が終了するまでの期間、当該学位論文を縦覧に供することを原
則とする。

⑶ 　課程博士の審査過程においては、広く研究科所属教員の意見を徴するために、審査委員会が主宰する公聴会を
開催することを原則とする。

⑷ 　論文博士の審査過程においては、広く意見を徴するために審査委員会が主宰する公聴会を開催することを原則
とする。ただし、既に前項による研究会の開催その他の特別の理由があって、審査委員会がその必要がないと認
めたときは、研究科委員会の承認を得て、公聴会を開催しないことができる。

⑸ 　学位論文の審査過程における学位請求者の学力の確認にかかわる試験は、学位請求論文を中心とし、これに関
連ある科目について試問を行うが、その実施方法は審査委員会において決定する。

⑹ 　学位申請者の学力の確認にかかわる試験は、審査委員会の意見にもとづいて研究科委員会が当該申請者の業績
および経歴等により確認を行いうると認めたときは、全部または一部を免除することができる。

⑺ 　課程博士の学位授与の議決については、申請後 6ヵ月以内に研究科委員会において行わなければならない。
⑻ 　論文博士の学位授与の議決については、申請後 1年以内に研究科委員会において行わなければならない。

7 ．博士論文要旨等の公表
⑴ 　研究科委員会が博士学位の授与を議決し、大学院学位委員会の議を経て学長が学位を授与したとき、本大学は、
授与した日から 3ヶ月以内に、博士学位の授与に係る論文の内容の要旨および論文審査の結果の要旨をインター
ネットの利用により公表する。また、立命館大学産業社会学会誌『立命館産業社会論集』にも公表することとす
る。

⑵ 　博士学位を授与された者は、授与された日から 1年以内に、博士学位の授与に係る論文の全文を本大学所定の
リポジトリの利用により公表するものとする。ただし、博士学位を授与される前にインターネットの利用により
既に公表したときは、この限りでない。

⑶ 　前項の定めにかかわらず、博士学位を授与された者は、やむをえない事情がある場合には、本大学の承認を受
けて、博士学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。この場合に
おいて、本大学は、その論文の全文を求めに応じて閲覧に供する。

8 ．内規の改廃
　この内規は必要に応じて見直しを行い、改廃については、社会学研究科委員会の議決によっておこなう。

  附則
1 ．この内規は、2017年 4 月 1 日から施行する。
2  ．2009年度以前に入学した者については「 2．課程博士学位授与の要件」⑵①③については、従前の規程に従うこ
ととし、①については「主題に関する論文が 3点程度（掲載決定済も含む）あること」とし、③については問わな
い。また、予備審査は課さない。
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博士論文全文のインターネット公表に向けた手続きについて

　学位規則（文部科学省令）が一部改正され、2013年 4 月以降に博士の学位（課程博士・論文博士）を授与された者
は、博士論文全文についてインターネットを利用して公表することが義務づけられました。
　本学において博士学位を授与された方は、当該博士論文全文を、学位を授与された日から 1年以内に本学の「立命
館学術成果リポジトリ（R-Cube）」を利用してインターネット公表する必要があります。
　著作権保護、個人情報保護等の理由により、やむを得ない事由があると大学が承認した場合は、博士論文全文に代
えて、その内容を要約したもの（以下、論文内容の要約）を公表していただくことになります。

以下は、インターネット公表に向けての一般的な手続き・留意点について記載しています。インターネット公
表に関する諸手続きは、博士学位授与者が本人の責任で行う必要があります。

博士論文全文のインターネット公表（事前準備）

　博士課程後期課程 1回生～ 3回生の時期に、将来的に博士論文を構成する副論文や、博士論文に関する主な研究成
果（学術誌査読論文（ジャーナル））を作成する際、以下の点について事前準備を行ってください。
①  論文を投稿した学会等に著作権が譲渡されている場合には、著作権等の必要な「許諾」を得るなどの準備を行っ
てください。

② インタビュー・アンケート内容を論文にまとめる際には、適切な個人情報の取り扱いに注意してください。
③  理工系においては、企業の特許等に関わる研究分野の場合、論文のインターネット公表に関わる留意点を確認し
てください。

④ 著作権等にかかわる講習会やガイダンスについて、積極的に出席してください。
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　博士学位の申請を予定されている方は、学位申請時に、「博士論文全文のインターネット公表に関する『確認シー
ト』」〈別紙 1〉を提出してください。
　この「確認シート」の提出にあたっては、博士論文全文を学位授与後にインターネットを利用して公表（以下、博
士論文インターネット公表）できるかどうかを確認し、著作権、特許、秘密情報、個人情報等（以下、著作権等）に
関する「許諾」〈別紙 2、 3〉を得るなどの必要な手続をしてください。
本学リポジトリにおいて学位論文を公表する際、ご本人の許諾書が必要となりますので、「立命館学術成果リポジトリ
登録許諾書」〈別紙 4〉を提出してください。
　著作権保護、個人情報保護等の理由により、やむを得ない事由があると大学が承認した場合は、博士論文全文に代
えて、論文内容の要約を公表していただくことになりますので、学位授与申請後速やかに「博士論文全文にかえて「論
文内容の要約」を公表するための申請書」〈別紙 5〉を提出してください。論文内容の要約については〈別紙 6〉を参
照願います。

「確認シート」〈別紙 1〉の項目を確認し、記入の上提出してください

（著作権の許諾〈別紙 2〉、共著の許諾〈別紙 3〉、個人情報利用許諾の確認をしてください）

（共通提出物）
・博士論文全文
・確認シート〈別紙 1〉
 ・その他必要書類を提出

博士論文全文の公表が
できる

（個別に必要な提出物）
・ 立命館学術成果リポジ
トリ登録許諾書
 〈別紙 4〉

すぐに公表できないが
1年以内に全文公表が
できる

（個別に必要な提出物）
・ 立命館学術成果リポジ
トリ登録許諾書
 〈別紙 4〉
・ 博士論文全文にかえて
「論文内容の要約」を
公表するための申請書
 〈別紙 5〉
・論文内容の要約
 〈別紙 6〉

著作権、出版、特許や
個人情報の事由により、
全文公表ができない

（個別に必要な提出物）
・ 立命館学術成果リポジ
トリ登録許諾書
 〈別紙 4〉
・ 博士論文全文にかえて
「論文内容の要約」を
公表するための申請書
 〈別紙 5〉
・論文内容の要約
 〈別紙 6〉

学
位
申
請
前
の
準
備

学
位
申
請
時
の
手
続
き
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〈衣笠キャンパス・朱雀キャンパス・大阪いばらきキャンパス〉

対象研究科 経営管理研究科以外の全研究科
時　限 授　業　時　間
第 1時限 9：00～10：30
第 2 時限 10：40～12：10
第 3 時限 13：00～14：30
第 4 時限 14：40～16：10
第 5 時限 16：20～17：50
第 6 時限 18：00～19：30
第 7 時限 19：40～21：10

対象研究科 経営管理研究科
時　限 授　業　時　間

第 1・ 2時限 9：00～12：10
第 3 ・ 4 時限 13：00～16：10
第 6 ・ 7 時限 18：30～21：30

〈びわこ・くさつキャンパス〉

対象研究科

理工学研究科 
情報理工学研究科 
生命科学研究科 
薬学研究科

経済学研究科 
スポーツ健康科学研究科

時　限 授　業　時　間 授　業　時　間
第 1時限 9：00～ 9 ：45 9 ：00～10：30
第 2 時限 9：45～10：30 10：40～12：10
第 3 時限 10：40～11：25 13：00～14：30
第 4 時限 11：25～12：10 14：40～16：10
第 5 時限 13：00～13：45 16：20～17：50
第 6 時限 13：45～14：30 18：00～19：30
第 7 時限 14：40～15：25 19：40～21：10
第 8 時限 15：25～16：10
第 9 時限 16：20～17：05
第10時限 17：05～17：50

第11・12時限 18：00～19：30
第13・14時限 19：40～21：10

授 業 時 間


